
 

 

 

 

 

 

 

令和 8年 3月湖西市議会定例会 
 

 

 

 

 

 

議  案  書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 一 覧 表 
（令和8年 3月 湖西市議会定例会） 

 

議 案 番 号 件            名 

議案第 3 号 湖西市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

議案第 4 号 湖西市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

議案第 5 号 湖西市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

議案第 6 号 湖西市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て 

議案第 7 号 令和 7 年度湖西市一般会計補正予算（第 9 号）に係る専決処分の承認を求

めることについて 

議案第 8 号 湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例制定について 

議案第 9 号 湖西市空家等対策協議会設置条例制定について 

議案第 10 号 湖西市行政手続条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 11 号 湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第 12 号 湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

議案第 13 号 湖西市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 14 号 湖西市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について 
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議 案 番 号 件            名 

議案第 15 号 豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

議案第 16 号 湖西市老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 17 号 湖西市複合運動施設条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 18 号 湖西市勤労者体育センター条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 19 号 湖西市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 20 号 湖西市新居スポーツ広場公園条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 21 号 湖西市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 22 号 湖西市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 23 号 湖西市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 24 号 令和6年度知波田配水場更新工事の工事請負契約の一部変更について 

議案第 25 号 湖西市学校給食センター整備・運営事業の契約の一部変更について 

議案第 26 号 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（建築工事）の工事請負契約

の一部変更について 

議案第 27 号 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（機械設備工事）の工事請負

契約の一部変更について 

議案第 28 号 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（電気設備工事）の工事請負

契約の一部変更について 
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議 案 番 号 件            名 

議案第 29 号 静岡県市町総合事務組合規約の変更について 

議案第 30 号 市道の路線の認定について 

議案第 31 号 市道の路線の廃止について 

議案第 32 号 市道の路線の変更について 

議案第 33 号 湖西市基本構想の変更について 

議案第 34 号 令和7年度湖西市一般会計補正予算（第10号） 

議案第 35 号 令和7年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算（第4号） 

議案第 36 号 令和7年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第3号） 

議案第 37 号 令和7年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第3号） 

議案第 38 号 令和8年度湖西市一般会計予算 

議案第 39 号 令和8年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 40 号 令和8年度湖西市介護保険事業特別会計予算 

議案第 41 号 令和8年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第 42 号 令和8年度湖西市公共下水道事業会計予算 

議案第 43 号 令和8年度湖西市水道事業会計予算 

議案第 44 号 令和8年度湖西市病院事業会計予算 
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日程第 1 

 

 

会議録署名議員の指名 

 

 

 

5番    山 口 裕 教 

 

6番    柴 田 一 雄 

 

 

 

令和 8年 2月 16日 

 

 

 

湖西市議会議長 神 谷 里 枝 
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日程第 2 

 

 

会期の決定 

 

 

 

今期定例会の会期は、本日から 3月 19日までの 32日間とする。 

 

 

 

令和 8年 2月 16日 

 

 

 

湖西市議会議長 神 谷 里 枝 
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議案第 3号 

 

 

湖西市公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 9 条の 2 第 2 項の規定により、下記の

者を湖西市公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 8年 2月 16日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

 

 

氏  名  長 田 尚 史 
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議案第 4号 

 

 

湖西市公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 9 条の 2 第 2 項の規定により、下記の

者を湖西市公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 8年 2月 16日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

 

 

氏  名  白 井 富 士 子 
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議案第 5号 

 

 

湖西市公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 9 条の 2 第 2 項の規定により、下記の

者を湖西市公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 8年 2月 16日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

 

 

氏  名  岩 田 直 也 
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議案第 6号 

 

 

湖西市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同

意を求めることについて 

 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第 3 項の規定により、下記の者を湖

西市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 8年 2月 16日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

 

 

氏  名  佐 原 弘 恭 
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議案第 7号 

 

 

令和 7 年度湖西市一般会計補正予算（第 9 号）に係

る専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1項の規定により次のとおり専決

処分をしたので、同条第 3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

専決第 1号 

 

 

令和 7年度湖西市一般会計補正予算（第 9号） 

 

 令和 7年度湖西市一般会計補正予算（第 9号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 26,340 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 30,375,645 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和 8年 1月 21 日専決 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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15 3,755,718 26,340 3,782,058

3 委託金 56,875 26,340 83,215

30,349,305 26,340 30,375,645

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

 

 

 

2 3,187,253 26,340 3,213,593

4 選挙費 59,675 26,340 86,015

30,349,305 26,340 30,375,645

 千円

補　正　額

 千円

総務費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 

11



議案第 8号 

 

 

湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条

例制定について 

 

湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例 

 

（趣旨） 

第 1 条 この条例は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下この条及び次条に

おいて「法」という。）第 34 条の 15 の規定に基づき、市が行う乳児等通園支援

事業（法第 6 条の 3 第 23 項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）及びこれに

準じて市が行う事業（次条及び第 3 条においてこれらを「湖西市乳児等通園支援

事業」という。）の利用料徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（利用料） 

第 2条 湖西市乳児等通園支援事業を利用する乳児（法第 4条第 1項第 1号の乳児を

いう。）又は幼児（同項第 2 号の幼児をいう。）（規則で定める者に限る。）の

保護者は、利用料を負担しなければならない。 

2 前項の利用料の額は、同項の乳児又は幼児 1 人につき、1 時間当たり 300 円とす

る。 

（納期限） 

第 3条 前条第 1項の利用料の納入の期限は、湖西市乳児等通園支援事業を利用する

日とする。 
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（利用料の減免） 

第 4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第 2条第 2項の額を減額し、又

は同条第 1項の利用料を免除することができる。 

（委任） 

第 5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 9号 

 

 

湖西市空家等対策協議会設置条例制定について 

 

湖西市空家等対策協議会設置条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市空家等対策協議会設置条例 

 

（設置） 

第 1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」

という。)第 8 条第 1 項の規定に基づき、湖西市空家等対策協議会(以下「協議

会」という。)を置く。 

（所掌事務） 

第 2条 協議会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。 

(1) 法第 7 条第 1 項に規定する空家等対策計画の策定、変更及び実施に関するこ

と。 

(2) 法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等の認定及び法第 22 条に規定する特定

空家等に対する措置の方針に関すること。 

(3) 法第 13 条第 1 項に規定する管理不全空家等の認定並びに同項及び同条第 2

項に規定する管理不全空家等に対する措置の方針に関すること。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第 3条 協議会は、委員 12 人以内で組織する。 

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 地域住民 
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(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関し知識と経験を有する者 

(3) 前 2 号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

3 市長は、あらかじめ指定する市の職員（副市長を含む。）に、職務を代理させる

ことができる。 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員がその任期中に委員でなくなった

場合において、その委員に代えて新たな委員を委嘱したときの当該委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

（守秘義務） 

第 5条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

（会長） 

第 6条 協議会に、会長 1人を置く。 

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。 

3 第 3条第 3項の規定は、会長の職務について準用する。 

（座長） 

第 7条 協議会に座長を置く。 

2 座長は、委員のうちから、会長が指名する者をもってこれに充てる。 

3 座長は、協議会の進行及び意見集約を行う。 

（会議） 

第 8条 協議会は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

4 第 2 条第 2 号及び第 3 号に掲げる事項その他個人情報（個人情報の保護に関する

法律（平成 15 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。）を含

む事項の調査又は審議に係る会議については、公開しない。 

5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（書面等による審議） 

第 9条 会長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときそ

の他やむを得ない事由があると認めるときは、書面又は電磁的方法により審議す

ることをもって会議に代えることができる。 

（委任） 
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第 10 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 10 号 

 

 

湖西市行政手続条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 

湖西市行政手続条例（平成 9 年湖西市条例第 9 号）の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

湖西市行政手続条例（平成 9年湖西市条例第 9号）の一部を次のように改正する。 

 

第 15 条第 3 項中「その者の氏名、同項第 3 号及び第 4 号に掲げる事項並びに当該

市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該

市長等の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、

同条に次の 1項を加える。 

4 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第 1

項第 3 号及び第 4 号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記

載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」と

いう。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態

に置くとともに、公示事項が記載された書面を掲示場（湖西市公告式条例（昭和

30 年湖西市条例第 2 号）第 2 条第 2 項の掲示場をいう。）に掲示し、又は公示事

項を当該市長等の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合

においては、当該措置を開始した日から 2 週間を経過したときに、当該通知がそ
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の者に到達したものとみなす。 

 

第 16 条第 1項中「同条第 3項後段」を「同条第 4項後段」に改める。 

 

第 22 条第 3 項中「第 15 条第 3 項」及び「同条第 3 項」の次に「及び第 4 項」を

加え、「参加人」と、」を「参加人」と、同項中」に改め、「掲示を始めた日から 2

週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

 

第 29 条中「第 15 条第 3 項及び」の次に「第 4 項並びに」を加え、「「同項第 3

号及び第 4号」を「同条第 4項中「第 1項第 3号及び第 4号」に、「同条第 3号」を

「第 28 条第 3 号」に、「同条第 3 項後段」を「同条第 4 項後段」に、「第 15 条第 3

項後段」を「第 15 条第 4項後段」に改める。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 8年 5月 21 日から施行する。 

2 この条例による改正後の湖西市行政手続条例（以下「改正後の条例」という。）

第 15 条第 3 項及び第 4 項（改正後の条例第 22 条第 3 項及び第 29 条において準用

する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用

し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 
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議案第 11 号 

 

 

湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例の一部を改正する条例制定について 

 

湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成 18 年湖西市条例第

53 号）の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例の一部を改正する条例 

 

湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（平成 18 年湖西市条例第

53 号）の一部を次のように改正する。 

 

第 4条第 4項中「。第 9条において同じ」を削る。 

 

第 9 条中「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第

151 号）第 11 条の政令で定める」を削り、「当該申請等に関する」を「、当該申請

等に関する」に、「当該申請等に際し添付することが規定されている」を「添付が求

められている」に、「市の機関等が、当該申請等をする者が行う」を「当該書面等に

より確認すべき事項を」に、「を使用した個人番号カードの利用その他の措置であっ

て当該書面等の区分に応じ同条の政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処

理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を」を「その他の方

法により直接」に、「添付すること」を「当該書面等の添付」に改め、「要しない」
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の次に「こととすることができる」を加え、同条に次の 1項を加える。 

2 前項に規定する書面等の種類及び確認の方法は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 12 号 

 

 

湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条

例の一部を改正する条例制定について 

 

湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例（昭和 43 年湖西市条例第 2

号）の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条

例の一部を改正する条例 

 

湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例（昭和 43 年湖西市条例第 2

号）の一部を次のように改正する。 

 

第 2 条中「870,000 円」を「900,000 円」に、「705,000 円」を「721,000 円」に、

「640,000 円」を「655,000 円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 13 号 

 

 

湖西市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

湖西市手数料徴収条例（昭和 42 年湖西市条例第 22 号）の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

湖西市手数料徴収条例（昭和 42 年湖西市条例第 22 号）の一部を次のように改正

する。 

 

別表第2中「130円」を「120円」に、「1,590円」を「1,600円」に、「390円」を

「430円」に、「260円」を「240円」に改める。 

 

別表第 3を次のように改める。 

別表第 3（第 2条関係） 

 事務の種類 手数料

の名称 

区分 単位 金額 備考 

1 建築基準法

（昭和25年

法律第201

号）第6条第

建築物

に関す

る確認

申請等

床面積（建築基

準法施行令（昭

和25年政令第

338号）第2条第

申請等に係る建

築物（以下この

項から3の項ま

でにおいて「申

1件につ

き 

11,100円備考1のと

おり 
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1項（同法第

87条第1項に

おいて準用

する場合を

含む。）の

規定に基づ

く確認の申

請に対する

審査又は同

法第18条第3

項の規定に

基づく審査 

手数料 1項第3号に規定

する床面積をい

う。以下この項

から3の項まで

において同

じ。）の合計が

30平方メートル

以内のもの 

請等建築物」と

いう。）の全て

が建築基準法第

6条の4第1項各

号に掲げる建築

物である場合 

その他の場合 1件につ

き 

14,900円

床面積の合計が

30平方メートル

を超え、100平

方メートル以内

のもの 

申請等建築物の

全てが建築基準

法第6条の4第1

項各号に掲げる

建築物である場

合 

1件につ

き 

19,100円

その他の場合 1件につ

き 

29,200円

床面積の合計が

100平方メート

ルを超え、200

平方メートル以

内のもの 

申請等建築物の

全てが建築基準

法第6条の4第1

項各号に掲げる

建築物である場

合 

1件につ

き 

25,300円

その他の場合 1件につ

き 

40,200円

床面積の合計が200平方メートル

を超え、300平方メートル以内の

もの 

1件につ

き 

53,200円

床面積の合計が300平方メートル

を超え、500平方メートル以内の

もの 

1件につ

き 

76,300円

床面積の合計が500平方メートル

を超えるもの 

1件につ

き 

134,200円
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2 建築基準法

第7条第1項

又は第18条

第21項の規

定に基づく

検査 

建築物

に関す

る完了

検査申

請等手

数料 

建築基準

法第7条

の3第1項

又は第18

条第29項

の検査を

受けた建

築物 

床面積の

合計が30

平方メー

トル以内

のもの 

申請等建築物

の全てが建築

基準法第6条

の4第1項各号

に掲げる建築

物（当該工事

が同法第7条

の5に規定す

る工事である

ものに限る。

以下この項及

び次項におい

て同じ。）で

ある場合 

1件につ

き 

12,600円備考2のと

おり 

その他の場合 1件につ

き 

18,300円

床面積の

合計が30

平方メー

トルを超

え、100

平方メー

トル以内

のもの 

申請等建築物

の全てが建築

基準法第6条

の4第1項各号

に掲げる建築

物である場合 

1件につ

き 

17,500円

その他の場合 1件につ

き 

27,000円

床面積の

合計が

100平方

メートル

を超え、

200平方

メートル

以内のも

の 

申請等建築物

の全てが建築

基準法第6条

の4第1項各号

に掲げる建築

物である場合 

1件につ

き 

23,400円

その他の場合 1件につ

き 

38,700円

床面積の合計が200平 1件につ 53,200円
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方メートルを超え、

300平方メートル以内

のもの 

き 

床面積の合計が300平

方メートルを超え、

500平方メートル以内

のもの 

1件につ

き 

58,900円

その他の

建築物 

床面積の

合計が30

平方メー

トル以内

のもの 

申請等建築物

の全てが建築

基準法第6条

の4第1項各号

に掲げる建築

物である場合 

1件につ

き 

13,600円

その他の場合 1件につ

き 

19,300円

床面積の

合計が30

平方メー

トルを超

え、100

平方メー

トル以内

のもの 

申請等建築物

の全てが建築

基準法第6条

の4第1項各号

に掲げる建築

物である場合 

1件につ

き 

18,500円

その他の場合 1件につ

き 

28,000円

床面積の

合計が

100平方

メートル

を超え、

200平方

メートル

以内のも

の 

申請等建築物

の全てが建築

基準法第6条

の4第1項各号

に掲げる建築

物である場合 

1件につ

き 

25,400円

その他の場合 1件につ

き 

40,700円

床面積の合計が200平

方メートルを超え、

1件につ

き 

55,200円
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300平方メートル以内

のもの 

床面積の合計が300平

方メートルを超え、

500平方メートル以内

のもの 

1件につ

き 

60,900円

床面積の合計が500平

方メートルを超えるも

の 

1件につ

き 

74,900円

3 建築基準法

第7条の3第1

項又は第18

条第29項の

規定に基づ

く検査 

建築物

に関す

る中間

検査申

請等手

数料 

床面積の合計が

30平方メートル

以内のもの 

申請等建築物の

全てが建築基準

法第6条の4第1

項各号に掲げる

建築物である場

合 

1件につ

き 

13,600円備考3のと

おり 

その他の場合 1件につ

き 

19,900円

床面積の合計が

30平方メートル

を超え、100平

方メートル以内

のもの 

申請等建築物の

全てが建築基準

法第6条の4第1

項各号に掲げる

建築物である場

合 

1件につ

き 

17,900円

その他の場合 1件につ

き 

28,000円

床面積の合計が

100平方メート

ルを超え、200

平方メートル以

内のもの 

申請等建築物の

全てが建築基準

法第6条の4第1

項各号に掲げる

建築物である場

合 

1件につ

き 

24,000円

その他の場合 1件につ

き 

39,500円
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床面積の合計が200平方メートル

を超え、300平方メートル以内の

もの 

1件につ

き 

54,700円

床面積の合計が300平方メートル

を超え、500平方メートル以内の

もの 

1件につ

き 

56,700円

4 建築基準法

第7条の6第1

項第1号若し

くは第2号又

は第18条第

38項第1号若

しくは第2号

（同法第87

条の4又は第

88条第1項若

しくは第2項

において準

用する場合

を含む。）

の規定に基

づく仮使用

の認定の申

請に対する

審査 

検査済

証の交

付を受

ける前

におけ

る建築

物等の

仮使用

認定申

請手数

料 

 1件につ

き 

123,900円 

5 建築基準法

第12条第8項

の台帳の記

載事項に係

る証明書の

交付 

建築物

等確認

申請等

台帳記

載事項

証明書

交付手

数料 

 1件につ

き 

450円 

6 建築基準法

第43条第2項

建築物

の敷地

 1件につ

き 

28,400円 
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第1号の規定

に基づく建

築の認定の

申請に対す

る審査 

と道路

との関

係の建

築認定

申請手

数料 

7 建築基準法

第85条第6項

の規定に基

づく仮設建

築物の建築

の許可の申

請に対する

審査 

仮設建

築物建

築許可

申請手

数料 

 1件につ

き 

123,900円 

8 建築基準法

第86条第1項

の規定に基

づく一の敷

地とみなす

ことによる

建築物に関

する特例の

認定の申請

に対する審

査 

一団地

を一の

敷地と

みなす

ことに

よる建

築物の

特例認

定申請

手数料 

 1件につ

き 

建築物の数

が1又は2で

ある場合に

あっては

80,200円、

建築物の数

が3以上で

ある場合に

あっては

80,200円に

2を超える

建築物の数

に29,500円

を乗じて得

た額を加算

した額 

 

9 建築基準法

第86条第2項

の規定に基

づく一の敷

地とみなす

既存建

築物を

前提と

した一

定の一

 1件につ

き 

建築物（既

存建築物を

除く。以下

この項にお

いて同
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ことによる

建築物に関

する特例の

認定の申請

に対する審

査 

団の土

地の区

域を一

の敷地

とみな

すこと

による

建築物

の特例

認定申

請手数

料 

じ。）の数

が1である

場合にあっ

ては80,200

円、建築物

の数が2以

上である場

合にあって

は80,200円

に1を超え

る建築物の

数に29,500

円を乗じて

得た額を加

算した額 

10 建築基準法

第86条の2第

1項の規定に

基づく同一

敷地内認定

建築物以外

の建築物の

建築の認定

の申請に対

する審査 

同一敷

地内認

定建築

物以外

の建築

物の建

築認定

申請手

数料 

 1件につ

き 

建築物（同

一敷地内認

定建築物を

除く。以下

この項にお

いて同

じ。）の数

が1である

場合にあっ

ては80,200

円、建築物

の数が2以

上である場

合にあって

は80,200円

に1を超え

る建築物の

数に29,500

円を乗じて

得た額を加
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算した額 

11 建築基準法

第86条の5第

1項の規定に

基づく複数

建築物の認

定又は許可

の取消しの

申請に対す

る審査 

複数建

築物の

認定又

は許可

の取消

し申請

手数料 

 1件につ

き 

6,700円に

現に存する

建築物の数

に12,500円

を乗じて得

た額を加算

した額 

 

12 建築基準法

第86条の6第

2項の規定に

基づく建築

物の容積

率、建ぺい

率、外壁の

後退距離又

は高さに関

する制限の

適用除外に

係る認定の

申請に対す

る審査 

一団地

の住宅

施設に

関する

都市計

画に基

づく建

築物の

容積

率、建

ぺい

率、外

壁の後

退距離

又は高

さに関

する制

限の適

用除外

に係る

認定申

請手数

料 

 1件につ

き 

28,400円 

13 建築基準法

第86条の8第

既存の

建築物

 1件につ

き 

28,400円 

30



1項の規定に

基づく既存

の建築物に

ついて行わ

れる2以上の

工事の全体

計画に関す

る認定の申

請に対する

審査 

につい

て行わ

れる2

以上の

工事の

全体計

画に関

する認

定申請

手数料 

14 建築基準法

第86条の8第

3項の規定に

基づく既存

の建築物に

ついて行わ

れる2以上の

工事の全体

計画の変更

に関する認

定の申請に

対する審査 

既存の

建築物

につい

て行わ

れる2

以上の

工事の

全体計

画の変

更に関

する認

定申請

手数料 

 1件につ

き 

28,400円 

15 建築基準法

第87条の2第

1項の規定に

基づく既存

の建築物に

ついて行わ

れる2以上の

工事の全体

計画に関す

る認定の申

請に対する

審査 

用途変

更に伴

い既存

の建築

物につ

いて行

われる

2以上

の工事

の全体

計画に

関する

 1件につ

き 

28,400円 
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認定申

請手数

料 

16 建築基準法

第87条の2第

2項において

準用する同

法第86条の8

第3項の規定

に基づく既

存の建築物

について行

われる2以上

の工事の全

体計画の変

更に関する

認定の申請

に対する審

査 

用途変

更に伴

い既存

の建築

物につ

いて行

われる

2以上

の工事

の全体

計画の

変更に

関する

認定申

請手数

料 

 1件につ

き 

28,400円 

17 建築基準法

第87条の3第

6項の規定に

基づく興行

場等への一

時的な用途

の変更の許

可の申請に

対する審査 

興行場

等への

一時的

な用途

変更に

係る許

可申請

手数料 

 1件につ

き 

123,900円 

18 建築基準法

第87条の4に

おいて準用

する同法第6

条第1項の規

定に基づく

建築設

備に関

する確

認申請

等手数

料 

確認を受

けた建築

設備の計

画を変更

して設置

する場合 

小荷物専用昇降機 建築設

備1件に

つき 

6,800円 

その他の建築設備 建築設

備1件に

つき 

10,500円
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確認の申請

に対する審

査又は同法

第87条の4に

おいて準用

する同法第

18条第3項の

規定に基づ

く審査 

その他の

場合 

小荷物専用昇降機 建築設

備1件に

つき 

9,700円

その他の建築設備 建築設

備1件に

つき 

20,900円

19 建築基準法

第87条の4に

おいて準用

する同法第7

条第1項又は

第18条第21

項の規定に

基づく検査 

建築設

備に関

する完

了検査

申請等

手数料 

小荷物専用昇降機 建築設

備1件に

つき 

18,800円 

その他の建築設備 建築設

備1件に

つき 

31,400円

20 建築基準法

第88条第1項

及び第2項に

おいて準用

する同法第6

条第1項の規

定に基づく

確認の申請

に対する審

査又は同法

第88条第1項

及び第2項に

おいて準用

する同法第

18条第3項の

規定に基づ

く審査 

工作物

に関す

る確認

申請等

手数料 

確認を受けた工作物の計画を変

更して築造する工作物 

工作物1

件につ

き 

9,700円 

その他の工作物 工作物1

件につ

き 

17,700円

21 建築基準法 工作物  工作物1 22,900円 
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第88条第1項

及び第2項に

おいて準用

する同法第7

条第1項又は

第18条第21

項の規定に

基づく検査 

に関す

る完了

検査申

請等手

数料 

件につ

き 

22 都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成24

年法律第84

号）第53条

第1項の規定

に基づく認

定の申請に

対する審査 

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料 

市長が定

める機関

が交付し

た都市の

低炭素化

の促進に

関する法

律第54条

第1項第1

号に掲げ

る基準に

適合する

ことを証

する書面

を添付す

る場合 

一戸建ての住宅（人の

居住の用以外の用途に

供する部分を有しない

ものに限る。以下同

じ。） 

1戸につ

き 

5,500円都市の低

炭素化の

促進に関

する法律

第54条第2

項の規定

により申

し出る場

合は、1の

項区分の

欄に掲げ

る区分に

応じ、そ

れぞれ同

項金額の

欄に掲げ

る額の手

数料を併

せて納付

するもの

とする。 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分

（人の

居住の

用に供

する部

分（共

用廊

下、共

用階段

その他

の市長

が共用

部分と

認める

もの

（以下

「共用

申請に係る戸

数（以下「申

請戸数」とい

う。）が1戸の

もの 

1件につ

き 

5,500円

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

10,700円

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

18,100円

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

30,700円
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部分」

とい

う。）

を除

く。）

をい

う。以

下同

じ。） 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分 

1件につ

き 

10,700円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

10,700円

その他の建築物 1件につ

き 

10,700円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第54条第

1項第1号の

経済産業大

臣、国土交

通大臣及び

環境大臣が

定める基準

のうち市長

が別に定め

るもの（以

下この項、

次項及び24

の項におい

て「市長が

定める基

準」とい
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う。）によ

る審査にあ

っては

19,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は38,800円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

19,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は38,800円 

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

37,000円、

その他の基

準による審

査にあって

は78,000円 

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

53,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は110,200
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円 

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

78,000円、

その他の基

準による審

査にあって

は155,300

円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分 

1件につ

き 

122,400円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

97,600円、

その他の基

準による審

査にあって

は254,400

円 

その他の建築物 1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

97,600円、

その他の基

準による審

査にあって

は254,400

円 

23 都市の低炭 低炭素 市長が定一戸建ての住宅 1戸につ 3,300円都市の低
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素化の促進

に関する法

律第55条第1

項の規定に

基づく認定

の申請に対

する審査 

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料 

める機関

が交付し

た都市の

低炭素化

の促進に

関する法

律第55条

第2項に

おいて準

用する同

法第54条

第1項第1

号に掲げ

る基準に

適合する

ことを証

する書面

を添付す

る場合 

き 炭素化の

促進に関

する法律

第55条第2

項におい

て準用す

る同法第

54条第2項

の規定に

より申し

出る場合

は、1の項

区分の欄

に掲げる

区分に応

じ、それ

ぞれ同項

金額の欄

に掲げる

額の手数

料を併せ

て納付す

るものと

する。 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

3,300円

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

6,600円

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

10,600円

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

18,100円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分 

1件につ

き 

6,600円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

6,600円

その他の建築物 1件につ

き 

6,600円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

10,000円、

その他の基

準による審

査にあって

は20,200円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

10,000円、

その他の基

準による審
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査にあって

は20,200円 

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

19,400円、

その他の基

準による審

査にあって

は39,900円 

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

28,700円、

その他の基

準による審

査にあって

は57,600円 

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

41,800円、

その他の基

準による審

査にあって

は81,300円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分 

1件につ

き 

62,500円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ
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っては

50,300円、

その他の基

準による審

査にあって

は128,700

円 

その他の建築物 1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

50,300円、

その他の基

準による審

査にあって

は128,700

円 

24 都市の低炭

素化の促進

に関する法

律施行規則

（平成24年

国土交通省

令第86号）

第46条の2の

規定に基づ

く軽微な変

更に該当し

ていること

を証する書

面の交付 

低炭素

建築物

新築等

計画に

係る軽

微変更

該当証

明書交

付手数

料 

市長が定

める機関

が交付し

た都市の

低炭素化

の促進に

関する法

律第54条

第1項第1

号（同法

第55条第

2項にお

いて準用

する場合

を含

む。）に

掲げる基

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

1,500円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

証明に係る戸

数（以下この

項及び30の項

において「証

明戸数」とい

う。）が1戸の

もの 

1件につ

き 

1,500円

証明戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

3,100円

証明戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

5,300円

証明戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

8,900円
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準に適合

すること

を証する

書面を添

付する場

合 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分 

1件につ

き 

3,100円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

3,100円

その他の建築物 1件につ

き 

3,100円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

5,100円、

その他の基

準による審

査にあって

は10,000円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

証明戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

5,100円、

その他の基

準による審

査にあって

は10,000円 

証明戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

9,600円、

その他の基

準による審

査にあって

は19,700円 
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証明戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

14,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は28,400円 

証明戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

21,100円、

その他の基

準による審

査にあって

は40,700円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分 

1件につ

き 

31,200円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

24,800円、

その他の基

準による審

査にあって

は64,000円 

その他の建築物 1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

24,800円、

その他の基
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準による審

査にあって

は64,000円 

25 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律（平

成27年法律

第53号）第

11条第1項の

規定に基づ

く判定又は

同法第12条

第2項の規定

に基づく判

定 

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物又は建

築物エネ

ルギー消

費性能基

準等を定

める省令

（平成28

年経済産

業省、国

土交通省

令第1

号。以下

この項か

ら30の項

まで及び

備考2(3)

において

「基準省

令」とい

う。）第

4条第3項

第2号若

しくは第

13条第3

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

5,500円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

判定に係る戸

数（以下この

項、次項及び

29の項におい

て「判定戸

数」とい

う。）が1戸の

もの 

1件につ

き 

5,500円

判定戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

10,700円

判定戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

18,100円

判定戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

30,700円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

若しくは第13条第3項

第1号の規定を適用す

る建築物又は基準省令

第4条第3項第2号若し

くは第13条第3項第2号

の規定を適用する建築

物であって判定に係る

部分が共用部分のみの

ものに係るものに限

る。） 

1件につ

き 

10,700円
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項第2号

の規定を

適用する

建築物で

あって判

定に係る

部分が共

用部分の

みのもの

の場合 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

10,300円

その他の建築物 1件につ

き 

10,300円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律第2

条第1項第3

号に規定す

る建築物エ

ネルギー消

費性能基準

又は同法第

30条第1項

第1号に規

定する建築

物エネルギ

ー消費性能

誘導基準の

うち市長が

別に定める

もの（以下

この項、次

項及び29の

項において

「市長が定

める基準」
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という。）

による判定

にあっては

19,200円、

その他の基

準による判

定にあって

は38,800円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

判定戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

 

 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

19,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は38,800円 

判定戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

37,000円、

その他の基

準による判

定にあって

は78,000円 

判定戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

53,200円、

その他の基

準による判

定にあって

は110,200
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円 

判定戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

78,000円、

その他の基

準による判

定にあって

は155,300

円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

122,400円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分であ

って、工場等（工場、

倉庫その他エネルギー

の使用の状況がこれら

に類するものをいう。

以下この項、次項、29

の項及び備考2(3)にお

いて同じ。）の用途に

供する部分を除いた部

分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

97,200円、

その他の基

準による判

定にあって

は254,700

円 

 

一戸建ての住宅以外の

住宅の工場等の用途に

供する部分 

1件につ

き 

21,100円 

その他の建築物の工場 1件につ 市長が定め
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等の用途に供する部分

を除いた部分 

き る基準によ

る判定にあ

っては

97,200円、

その他の基

準による判

定にあって

は254,700

円 

その他の建築物の工場

等の用途に供する部分 

1件につ

き 

21,100円

26 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律第11

条第2項の規

定に基づく

判定又は同

法第12条第3

項の規定に

基づく判定 

計画変

更に係

る建築

物エネ

ルギー

消費性

能適合

性判定

手数料 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物又は基

準省令第

4条第3項

第2号若

しくは第

13条第3

項第2号

の規定を

適用する

建築物で

あって判

定に係る

部分が共

用部分の

みのもの

の場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

3,300円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

判定戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

3,300円

判定戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

6,600円

判定戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

10,600円

判定戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

18,100円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

若しくは第13条第3項

第1号の規定を適用す

る建築物又は基準省令

第4条第3項第2号若し

くは第13条第3項第2号

の規定を適用する建築

物であって判定に係る

部分が共用部分のみの

1件につ

き 

6,600円
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ものに係るものに限

る。） 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

6,300円 

その他の建築物 1件につ

き 

6,300円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

10,000円、

その他の基

準による判

定にあって

は20,200円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

判定戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

10,000円、

その他の基

準による判

定にあって

は20,200円 

 

判定戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

19,400円、

その他の基

準による判

定にあって

は39,900円 
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判定戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

28,700円、

その他の基

準による判

定にあって

は57,600円 

判定戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

41,800円、

その他の基

準による判

定にあって

は81,300円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

62,500円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分であ

って、工場等の用途に

供する部分を除いた部

分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

49,900円、

その他の基

準による判

定にあって

は128,300

円 
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一戸建ての住宅以外の

住宅の工場等の用途に

供する部分 

1件につ

き 

11,400円

その他の建築物の工場

等の用途に供する部分

を除いた部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

49,900円、

その他の基

準による判

定にあって

は128,300

円 

その他の建築物の工場

等の用途に供する部分 

1件につ

き 

11,400円

27 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律第29

条第1項の規

定に基づく

認定の申請

に対する審

査 

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料 

市長が定

める機関

が交付し

た建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

上等に関

する法律

第30条第

1項第1号

に掲げる

基準に適

合するこ

とを証す

る書面を

添付する

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

5,500円1 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

30条第2

項の規

定によ

り申し

出る場

合は、1

の項区

分の欄

に掲げ

る区分

に応

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

5,500円

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

10,700円

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

18,100円

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

30,700円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

10,700円
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一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

10,700円 じ、そ

れぞれ

同項金

額の欄

に掲げ

る額の

手数料

を併せ

て納付

するも

のとす

る。 

2 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

法律第

29条第3

項各号

に掲げ

る事項

を記載

する場

合にお

ける手

数料の

額は、

申請に

係るそ

れぞれ

の建築

物の区

その他の建築物 1件につ

き 

10,700円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律第30

条第1項第1

号に規定す

る建築物エ

ネルギー消

費性能誘導

基準のうち

市長が別に

定めるもの

（以下この

項、次項及

び30の項に

おいて「市

長が定める

基準」とい

う。）によ

る審査にあ

っては

19,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は38,800円 

一戸建

ての住

宅以外

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ
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の住宅

の住戸

部分 

っては

19,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は38,800円 

分の欄

に掲げ

る区分

に応

じ、そ

れぞれ

金額の

欄に掲

げる額

を合算

した額

とす

る。 

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

37,000円、

その他の基

準による審

査にあって

は78,000円 

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

53,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は110,200

円 

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

78,000円、

その他の基

準による審

査にあって

は155,300

円 
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一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

122,400円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

97,600円、

その他の基

準による審

査にあって

は254,400

円 

その他の建築物 1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

97,600円、

その他の基

準による審

査にあって

は254,400

円 

28 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律第31

条第1項の規

定に基づく

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

市長が定

める機関

が交付し

た建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

3,300円1 建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

3,300円

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

6,600円
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認定の申請

に対する審

査 

請手数

料 

上等に関

する法律

第31条第

2項にお

いて準用

する同法

第30条第

1項第1号

に掲げる

基準に適

合するこ

とを証す

る書面を

添付する

場合 

部分 申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

10,600円 法律第

31条第2

項にお

いて準

用する

同法第

30条第2

項の規

定によ

り申し

出る場

合は、1

の項区

分の欄

に掲げ

る区分

に応

じ、そ

れぞれ

同項金

額の欄

に掲げ

る額の

手数料

を併せ

て納付

するも

のとす

る。 

2 変更

（建築

物のエ

ネルギ

ー消費

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

18,100円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

6,600円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

6,600円

その他の建築物 1件につ

き 

6,600円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

10,000円、

その他の基

準による審

査にあって

は20,200円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

申請戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

10,000円、

その他の基

準による審

査にあって
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は20,200円 性能の

向上等

に関す

る法律

第29条

第1項の

認定を

受けた

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画（以

下この

項にお

いて

「計

画」と

い

う。）

に係る

建築物

に関し

同条第3

項各号

に掲げ

る事項

を新た

に記載

する場

合又は

削除す

る場合

を除

申請戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

19,400円、

その他の基

準による審

査にあって

は39,900円 

申請戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

28,700円、

その他の基

準による審

査にあって

は57,600円 

申請戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

41,800円、

その他の基

準による審

査にあって

は81,300円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

62,500円
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一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

50,300円、

その他の基

準による審

査にあって

は128,700

円 

く。）

に係る

建築物

が2以上

ある場

合にお

ける手

数料の

額は、

申請に

係るそ

れぞれ

の建築

物の区

分の欄

に掲げ

る区分

に応

じ、そ

れぞれ

金額の

欄に掲

げる額

を合算

した額

とす

る。 

3 計画に

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上等に

関する

その他の建築物 1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

50,300円、

その他の基

準による審

査にあって

は128,700

円 

56



法律第

29条第3

項各号

に掲げ

る事項

を新た

に記載

する場

合にお

ける手

数料の

額は、

同条第1

項の規

定に基

づく認

定の申

請とみ

なし

て、前

項の規

定を適

用して

算定す

る。 

29 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律施行

規則（平成

28年国土交

通省令第5

号）第13条

の規定に基

建築物

エネル

ギー消

費性能

確保計

画に係

る軽微

変更該

当証明

書交付

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物又は基

準省令第

4条第3項

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

1,500円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

判定戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

1,500円

判定戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

3,100円

判定戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

5,300円
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づく軽微な

変更に該当

しているこ

とを証する

書面の交付 

手数料 第2号若

しくは第

13条第3

項第2号

の規定を

適用する

建築物で

あって判

定に係る

部分が共

用部分の

みのもの

の場合 

判定戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

8,900円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

若しくは第13条第3項

第1号の規定を適用す

る建築物又は基準省令

第4条第3項第2号若し

くは第13条第3項第2号

の規定を適用する建築

物であって判定に係る

部分が共用部分のみの

ものに係るものに限

る。） 

1件につ

き 

3,100円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

3,100円

その他の建築物 1件につ

き 

3,100円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

5,100円、

その他の基

準による判

定にあって

は10,000円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

判定戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

5,100円、
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部分 その他の基

準による判

定にあって

は10,000円 

判定戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

9,600円、

その他の基

準による判

定にあって

は19,700円 

判定戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

14,200円、

その他の基

準による判

定にあって

は28,400円 

判定戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

21,100円、

その他の基

準による判

定にあって

は40,700円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

1件につ

き 

31,200円
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又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分であ

って、工場等の用途に

供する部分を除いた部

分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

24,800円、

その他の基

準による判

定にあって

は64,000円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の工場等の用途に

供する部分 

1件につ

き 

5,700円

その他の建築物の工場

等の用途に供する部分

を除いた部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る判定にあ

っては

24,800円、

その他の基

準による判

定にあって

は64,000円 

 

その他の建築物の工場

等の用途に供する部分 

1件につ

き 

5,700円

30 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上等に関す

る法律施行

規則第28条

の規定に基

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画に係

る軽微

市長が定

める機関

が交付し

た建築物

のエネル

ギー消費

性能の向

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

1,500円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

証明戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

1,500円

証明戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

3,100円
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づく軽微な

変更に該当

しているこ

とを証する

書面の交付 

変更該

当証明

書交付

手数料 

上等に関

する法律

第30条第

1項第1号

（同法第

31条第2

項におい

て準用す

る場合を

含む。）

に掲げる

基準に適

合するこ

とを証す

る書面を

添付する

場合 

部分 証明戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

5,300円

証明戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

8,900円

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

3,100円

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

3,100円

その他の建築物 1件につ

き 

3,100円

その他の

場合 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

5,100円、

その他の基

準による審

査にあって

は10,000円 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅

の住戸

部分 

証明戸数が1戸

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

5,100円、

その他の基

準による審

査にあって
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は10,000円 

証明戸数が2戸

以上5戸以下の

もの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

9,600円、

その他の基

準による審

査にあって

は19,700円 

証明戸数が6戸

以上10戸以下

のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

14,200円、

その他の基

準による審

査にあって

は28,400円 

証明戸数が11

戸以上のもの 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

21,100円、

その他の基

準による審

査にあって

は40,700円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（基準

省令第4条第3項第1号

又は第13条第3項第1号

の規定を適用する建築

物に係るものに限

る。） 

1件につ

き 

31,200円
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一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分 

1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

24,800円、

その他の基

準による審

査にあって

は64,000円 

その他の建築物 1件につ

き 

市長が定め

る基準によ

る審査にあ

っては

24,800円、

その他の基

準による審

査にあって

は64,000円 

31 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成20年法律

第87号）第5

条第1項から

第7項までの

規定に基づ

く認定の申

請に対する

審査 

長期優

良住宅

建築等

計画等

認定申

請手数

料 

住宅の品

質確保の

促進等に

関する法

律（平成

11年法律

第81号）

第5条第1

項に規定

する住宅

性能評価

書（以下

この項及

び次項に

おいて

「住宅性

能評価

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

16,100円長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第6条

第2項の規

定により

申し出る

場合は、1

の項区分

の欄に掲

げる区分

に応じ、

それぞれ

同項金額

の欄に掲

げる額の

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

16,100円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

27,500円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

43,000円
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書」とい

う。）又

は同法第

6条の2第

3項に規

定する確

認書（以

下この項

及び次項

において

「確認

書」とい

う。）を

添付する

場合（住

宅を新築

する場合

に限

る。） 

手数料を

併せて納

付するも

のとす

る。 

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合

（住宅を

新築する

場合を除

く。） 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

23,200円

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

23,200円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

38,900円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

62,200円

その他の

場合（住

宅を新築

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

53,100円

一戸建 1棟当たりの申 1棟につ 53,100円
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する場合

に限

る。） 

ての住

宅以外

の住宅 

請戸数が1戸の

もの 

き 

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

119,200円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

189,400円

その他の

場合（住

宅を新築

する場合

を除

く。） 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

77,800円

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

77,800円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

177,600円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

282,600円

32 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第8条

第2項におい

て準用する

同法第5条第

1項から第7

項までの規

定に基づく

認定の申請

に対する審

査 

長期優

良住宅

建築等

計画等

変更認

定申請

手数料 

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合

（住宅を

新築する

場合に限

る。） 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

12,800円長期優良

住宅の普

及の促進

に関する

法律第8条

第2項にお

いて準用

する同法

第6条第2

項の規定

により申

し出る場

合は、1の

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

12,800円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

21,200円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

34,900円

住宅性能一戸建ての住宅 1戸につ 17,800円
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評価書又

は確認書

を添付す

る場合

（住宅を

新築する

場合を除

く。） 

き 項区分の

欄に掲げ

る区分に

応じ、そ

れぞれ同

項金額の

欄に掲げ

る額の手

数料を併

せて納付

するもの

とする。 

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

17,800円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

30,400円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

49,600円

その他の

場合（住

宅を新築

する場合

に限

る。） 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

31,000円

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

31,000円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

67,400円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

超えるもの 

1棟につ

き 

107,300円

その他の

場合（住

宅を新築

する場合

を除

く。） 

一戸建ての住宅 1戸につ

き 

46,000円

一戸建

ての住

宅以外

の住宅 

1棟当たりの申

請戸数が1戸の

もの 

1棟につ

き 

46,000円

1棟当たりの申

請戸数が1戸を

超え5戸以下の

もの 

1棟につ

き 

100,700円

1棟当たりの申

請戸数が5戸を

1棟につ

き 

160,600円
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超えるもの 

備考 

1 1 の項の建築物に関する建築確認申請等手数料については、次に掲げると

おりとする。 

(1) 区分の欄中床面積の合計は、次のアからエまでに掲げる場合の区分に

応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。 

ア 建築物を建築する場合（イに掲げる場合及び移転する場合を除く。）

にあっては、当該建築に係る部分の床面積 

イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（移転す

る場合を除く。）にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の 2

分の 1（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面

積） 

ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする

場合（エに掲げる場合を除く。）にあっては、当該移転、修繕、模様替

えに係る部分の床面積の 2分の 1 

エ 確認を受けた計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若し

くは大規模の模様替えをする場合にあっては、当該計画の変更に係る部

分の床面積の 2分の 1 

(2) 建築基準法第 6条第 1項（同法第 87 条第 1項において準用する場合を

除く。）の確認の申請又は同法第 18 条第 2項（同法第 87 条第 1項におい

て準用する場合を除く。）の計画の通知に係る計画に同法第 87 条の 4 の

昇降機に係る部分が含まれる場合は、1 の項に規定する手数料のほか、18

の項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に掲げる額の手

数料を納付するものとする。 

(3) 建築基準法第 6条第 1項（同法第 87 条第 1項において準用する場合を

除く｡)の確認の申請又は同法第 18 条第 2項（同法第 87 条第 1項において

準用する場合を除く｡)の計画の通知に係る計画に建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行規則第 2条第 1項第 1号又は第 2項の規定

が適用される建築物（認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載され

た他の建築物を除く｡)が含まれる場合は、1 の項に規定する手数料のほか、

当該建築物 1棟ごとに、次の表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表金額の欄に掲げる額の手数料を納付するものとする。 

区分 金額 

建築物を建築す

る場合（次項の

一戸建ての住宅 14,000円

一戸建ての住宅以外 申請又は通知に係る戸数（以下 14,000円
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場合を除く。） の住宅の住戸部分 「申請等戸数」という。）が1戸

のもの 

申請等戸数が2戸以上5戸以下の

もの 

25,500円

申請等戸数が6戸以上10戸以下の

もの 

35,400円

申請等戸数が11戸以上のもの 48,000円

確認を受けた建

築物の計画を変

更して建築物を

建築する場合 

一戸建ての住宅 7,000円

一戸建ての住宅以外

の住宅の住戸部分 

申請等戸数が1戸のもの 7,000円

申請等戸数が2戸以上5戸以下の

もの 

12,700円

申請等戸数が6戸以上10戸以下の

もの 

17,700円

申請等戸数が11戸以上のもの 24,000円

2 2 の項の建築物に関する完了検査申請等手数料については、次に掲げると

おりとする。 

(1) 区分の欄中床面積の合計は、建築物を建築した場合（移転した場合を

除く。）にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物

を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合に

あっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の 2分の 1につ

いて算定する。 

(2) 建築基準法第 7 条第 1 項又は第 18 条第 21 項の検査の申請に係る建築

物に同法第 87 条の 4 の昇降機に係る部分が含まれる場合は、2 の項に規

定する手数料のほか、19 の項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

項金額の欄に掲げる額の手数料を納付するものとする。 

(3)  建築基準法第 7条第 1項又は第 18 条第 21 項の検査の申請に係る建築

物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 10 条第 1 項の

規定が適用される建築物（建築基準法第 6条の 4第 1項第 3号に掲げる建

築物及び建築基準法施行規則第 4条第 1項第 4号ハの検査報告書又はその

写しに係る建築物を除く｡)である場合は、2 の項に規定する手数料のほか、

当該建築物 1棟ごとに、次の表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表金額の欄に掲げる額の手数料を納付するものとする。 

区分 金額 

一戸建ての住宅 4,000円
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一戸建ての住宅以外の住

宅の住戸部分 

申請等戸数が1戸のもの 4,000円

申請等戸数が2戸以上5戸以下のもの 4,800円

申請等戸数が6戸以上10戸以下のもの 11,000円

申請等戸数が11戸以上のもの 15,600円

一戸建ての住宅以外の住

宅の共用部分（基準省令

第4条第3項第1号又は第1

3条第3項第1号の規定を

適用する建築物に係るも

のに限る。） 

床面積の合計が30平方メートル以内のもの 2,100円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100

平方メートル以内のもの 

2,800円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200

平方メートル以内のもの 

4,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるも

の 

6,000円

一戸建ての住宅以外の住

宅の住戸部分及び共用部

分以外の部分であって、

工場等の用途に供する部

分を除いた部分 

床面積の合計が30平方メートル以内のもの 2,100円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100

平方メートル以内のもの 

2,800円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200

平方メートル以内のもの 

4,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるも

の 

6,000円

一戸建ての住宅以外の住

宅の工場等の用途に供す

る部分 

床面積の合計が30平方メートル以内のもの 360円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平

方メートル以内のもの 

510円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200

平方メートル以内のもの 

1,100円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 1,400円

その他の建築物の工場等

の用途に供する部分を除

いた部分 

床面積の合計が30平方メートル以内のもの 2,100円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100

平方メートル以内のもの 

2,800円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200

平方メートル以内のもの 

4,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるの

もの 

6,000円

その他の建築物の工場等

の用途に供する部分 

床面積の合計が30平方メートル以内のもの 360円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平

方メートル以内のもの 

510円
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床面積の合計が100平方メートルを超え、200

平方メートル以内のもの 

1,100円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 1,400円

3 3 の項の建築物に関する中間検査申請等手数料 区分の欄中床面積の合計

は、中間検査（建築基準法第 7条の 3第 1項又は第 18 条第 29 項の検査をい

う。）を行う部分の床面積とする。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 改正後の湖西市手数料徴収条例別表第 2 の規定は、この条例の施行の日以後に

受ける屋外広告物許可申請に係る手数料について適用し、同日前に受けた屋外広

告物許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第 14号 

 

 
湖西市立学校設置条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
 

湖西市立学校設置条例（昭和 39年湖西市条例第 24 号）の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市立学校設置条例の一部を改正する条例 
 

湖西市立学校設置条例（昭和 39 年湖西市条例第 24 号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第 2条中「第 2」を「別表第 2」に、「第 3」を「別表第 3」に改める。 

 

別表第 1中「別表第 1」を「別表第 1（第 2条関係）」に、 

「 
 

」

〃   湖西中学校 〃  太田 

〃   岡崎中学校 〃  岡崎 
 

を 

「 
 

」
〃   岡崎中学校 〃  岡崎 
 

に改める。 

 

 別表第 2中「別表第 2」を「別表第 2（第 2条関係）」に、 
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「 
 

」
〃   東小学校 〃  新所 
 

を 

「 
 

」
〃   湖西小学校 〃  太田 
 

に、 

「 
 

」

〃   知波田小学校 〃  大知波 

〃   新居小学校 〃  新居町新居 
 

を 

「 
 

」
〃   新居小学校 〃  新居町新居 
 

に改める。 

 

 別表第 3中「別表第 3」を「別表第 3（第 2条関係）」に改める。 

 

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第 2 条の改正規定、別表第 1 の改正規定（「別表第 1」を「別表第 1（第 2 条

関係）」に改める部分に限る。）、別表第 2 の改正規定（「別表第 2」を「別表

第 2（第 2 条関係）」に改める部分に限る。）及び別表第 3 の改正規定 公布の

日 

(2) 別表第 1 の改正規定（「別表第 1」を「別表第 1（第 2 条関係）」に改める部

分を除く。） 令和 10 年 4月 1日 

(3) 別表第 2 の改正規定（「別表第 2」を「別表第 2（第 2 条関係）」に改める部

分を除く。） 令和 11 年 4月 1日 
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議案第 15 号 

 

 

豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

 

豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例（昭和 42 年湖西市条例第 21 号）の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例の一部を

改正する条例 

 

豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例（昭和 42 年湖西市条例第 21 号）の一部

を次のように改正する。 

 

第 4 条第 2 項第 1 号中「5,000 円」を「10,000 円」に改め、同項第 2 号中「5,000

円」を「10,000 円」に、「12,000 円」を「18,000 円」に改め、同項第 3 号及び第 4

号中「12,000 円」を「18,000 円」に改める。 

 

第 5条中「現に在学する学校の長（以下「在学学校長」という。）を経て」を削り、

同条第 2号中「在学学校長」を「現に在学する学校の長」に改める。 

 

第 6条第 1項中「在学学校長を経て」を削り、同条第 2項中「在学学校長を経て、

市長」を「市長」に改める。 

 

第 7条中「、在学学校長を経て」を削る。 
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第 8 条中「在学学校長を経て」を削る。 

 

第 9条第 1項中「毎月」を「複数の月分を合わせて」に改め、同項ただし書中「複

数の月分を合せて」を「毎月一定日に」に改め、同条第 4項を削る。 

 

第 11 条中「在学学校長を経て」を削る。 

 

第 12 条中「在学学校長の意見を徴して」を削る。 

 

第 14 条中「在学学校長を経て、奨学金」を「奨学金」に改める。 

 

第 16 条に見出しとして「（委任）」を付する。 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 16 号 

 

 

湖西市老人福祉センター条例の一部を改正する条例

制定について 

 

湖西市老人福祉センター条例（平成 22 年湖西市条例第 22 号）の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

湖西市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

湖西市老人福祉センター条例（平成 22 年湖西市条例第 22 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第 3 条ただし書中「第 5 条第 1 項の規定により市長が指定する者（以下「指定管

理者」という。）は、」を「市長が」に改め、「市長の承認を得て」を削る。 

 

第 4 条ただし書中「指定管理者は、」を「市長が」に改め、「市長の承認を得

て」を削る。 

 

第 5条を削る。 

 

第 6 条第 2 号中「指定管理者」を「市長」に、「者としてあらかじめ市長の承認

を得た」を「認める」に改め、同条を第 5条とする。 

 

第 7条中「指定管理者」を「市長」に改め、同条を第 6条とする。 
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第 8 条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第 1 項中「利用料金（法第 244 条

の 2 第 8 項の利用料金をいう。以下同じ。）」を「使用料」に改め、同項第 1 号中

「第 6条第 1号」を「第 5条第 1号」に改め、同項第 2号中「第 6条第 2号」を「第

5 条第 2 号」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「あらかじめ市長の承認を得

て」を削り、同条第 2 項本文中「第 6 条第 2 号」を「第 5 条第 2 号」に、「利用料

金」を「使用料」に改め、同項ただし書中「指定管理者」を「市長」に、「利用料

金」を「使用料」に改め、同条第 3 項中「指定管理者」を「市長」に改め、「市長

が」を削り、「利用料金」を「使用料」に改め、同条第 4項を削り、同条を第 7条と

する。 

 

第 9 条の見出しを「（使用料の還付）」に改め、同条中「利用料金」を「使用

料」に改め、同条を第 8条とする。 

 

第 10 条各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第 6 号中

「及び指定管理者」を削り、同条を第 9条とする。 

 

第 11 条を第 10 条とする。 

 

第 12 条第 1 項中「指定管理者」を「市長」に改め、同項第 4 号中「第 10 条各

号」を「第 9 条各号」に改め、同条第 2 項中「及び指定管理者」を削り、同条を第

11 条とする。 

 

第 13 条を第 12 条とする。 

 

第 14 条を削り、第 15 条を第 13 条とする。 

 

別表中「第 8条」を「第 7条」に、 

「
 

」
を利用料金（1時間当たり） 

 

「
 

」
に改める。 使用料（1時間当たり） 

 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 17 号 

 

 

湖西市複合運動施設条例の一部を改正する条例制定

について 

 

湖西市複合運動施設条例（平成 11 年湖西市条例第 24 号）の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市複合運動施設条例の一部を改正する条例 

 

湖西市複合運動施設条例（平成 11 年湖西市条例第 24 号）の一部を次のように改

正する。 

 

第 11 条の見出し中「免除」を「減免」に改め、同条中「免除する」を「減免す

る」に改める。 

 
 「   「   

別表第 1中  小人・高齢者  を 小人・70 歳以上の者  に、 
   」   」  
「    「    

 大人・高齢者  を  大人・70 歳以上の者  に、 
  」    」   
「    「    

 小人・大人・高齢者  を  小人・大人・70 歳以上の者  に改 
  」    」  

め、同表備考 1 中「をいい、高齢者とは 70 歳以上の者をいい、大人とは小人及び高

齢者以外の者（3 歳未満の者を除く。）」を削り、同表中備考 15 を備考 17 とし、備
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考 14 を備考 16 とし、備考 13 を備考 15 とし、同表備考 12 中「備考 8」を「備考

10」に、「備考 11」を「備考 13」に改め、同表備考 12 を同表備考 14 とし、同表備

考 11 中「備考 8」を「備考 10」に、「備考 9」を「備考 11」に改め、同表備考 11 を

同表備考 13 とし、同表備考 10 中「備考 8」を「備考 10」に、「備考 9」を「備考

11」に改め、同表備考 10 を同表備考 12 とし、同表備考 9中「中学生以下の者が専用

使用をする場合の」を「主たる利用目的が中学生以下の者の専用使用の場合（当該中

学生以下の者が市民以外である場合を除く。）の」に改め、「（市民以外の中学生以

下の者が専用使用する場合にあっては、上記の表に定める利用料金の額）」を削り、

同表備考 9 を同表備考 11 とし、同表備考 8 中「（市内に住所を有する者をいい、」

を「又は」に改め、「団体及び」を「団体若しくは」に改め、「を含む。以下同

じ。）」を削り、「者が」を「ものが」に、「に当該利用料金の 10 割に相当する額

を加えた」を「の 2 倍の」に改め、同表中備考 8 を備考 10 とし、備考 7 を備考 9 と

し、備考 6を備考 8とし、同表備考 5中「身体障害者手帳」を「障害者（身体障害者

手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成 26 年法律第 50 号）第 7 条第 4 項に規定する医療受給者証」に改め、

「交付」の次に「又は同法第 28 条第 2 項の規定による指定難病にかかっている旨の

証明」を加え、「は、上記の表に定める「小人・高齢者」の区分と同額とし、その者

の介護者 2名までは無料」を「をいう。）の個人利用については、利用料金を免除す

る。この場合において、当該障害者を介助する者 1名（指定管理者が必要と認める場

合にあっては、その必要と認める人数）についても、同様」に改め、同表中備考 5 を

備考 7とし、備考 4を備考 6とし、備考 3を備考 5とし、備考 2を備考 4とし、備考

1の次に次のように加える。 

2 70 歳以上の者とは、70 歳以上の市民（市内に住所を有する者又は市内に所在

する団体若しくは事業所に所属する者をいう。以下同じ。）をいう。 

3 大人とは、3歳未満の者、小人及び 70 歳以上の者以外の者をいう。 

 
 「   「   

 別表第 4中  

温水レジャープール専用 

年間定期券 

小人・高齢者 

 を  

温水レジャープール専用 

年間定期券 

小人・70 歳以上の者 

 

   」   」

に改め、同表備考 3を削る。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日
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から施行する。 

2 改正後の湖西市複合運動施設条例（次項において「改正後の条例」という。）別

表第 1 に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の承認及び変更

の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、

行うことができる。 

3 この条例の施行の際現に改正前の湖西市複合運動施設条例第 10 条の規定により発

行された定期券は、改正後の条例第 10 条の規定により発行された定期券とみなす。 
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議案第 18 号 

 

 

湖西市勤労者体育センター条例の一部を改正する条

例制定について 

 

湖西市勤労者体育センター条例（昭和 58 年湖西市条例第 2 号）の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市勤労者体育センター条例の一部を改正する条

例 

 

湖西市勤労者体育センター条例（昭和 58 年湖西市条例第 2 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

別表第 1中「 

体育室 専用 全面 1時間につき660円 1時間につき1,320円 

専用 半面 1時間につき330円 1時間につき660円 

個人 大人 1人1回 200円 1人1回 200円 1人1回 200円 

個人 小人 1人1回 100円 1人1回 100円 1人1回 100円 

卓球室 専用 卓球台1台440円 卓球台1台440円 卓球台1台440円 

個人 大人 1人1回 200円 1人1回 200円 1人1回 200円 

個人 小人 1人1回 100円 1人1回 100円 1人1回 100円 

ト レ ー ニ

ング室 

専用 1時間につき330円 

個人 1人1回 200円 1人1回 200円 1人1回 200円 
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」を「 

体育室 専用 全面 660円/時間 1,320円/時間 

専用 半面 330円/時間 660円/時間 

個人 大人 1人1回 200円 1人1回 200円 1人1回 200円 

個人 小人・

70歳以上の者 

1人1回 100円 1人1回 100円 1人1回 100円 

卓球室 専用 卓球台1台440円 卓球台1台440円 卓球台1台440円 

個人 大人 1人1回 200円 1人1回 200円 1人1回 200円 

個人 小人・

70歳以上の者 

1人1回 100円 1人1回 100円 1人1回 100円 

ト レ ー ニ

ング室 

専用 330円/時間 

個人 大人・

70歳以上の者 

1人1回 200円 1人1回 200円 1人1回 200円 

」に改め、同表備考 6を同表備考 8とし、同表備考 5中「中学生以下の者が専用使用

する場合の」を「主たる利用の目的が中学生以下の者の専用使用の場合（当該中学生

以下の者が市民以外である場合を除く。）の」に改め、「（市民以外の中学生以下の

者が専用使用する場合にあっては、この表に定める利用料金の額）」を削り、同表備

考 5 を同表備考 7 とし、同表備考 4 中「（市内に住所を有する者をいい、」を「又

は」に、「及び」を「若しくは」に改め、「を含む。以下同じ。）」及び「に、当該

利用料金」を削り、「10 割に相当する額を加えた」を「2倍の」に改め、同表中備考

4を備考 5とし、備考 5の次に次のように加える。 

6 障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは難病の

患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第 7条第 4項に規定

する医療受給者証の交付又は同法第 28 条第 2 項の規定による指定難病にかかっ

ている旨の証明を受けている者をいう。）の個人利用については、利用料金を免

除する。この場合において、当該障害者を介助する者 1名（指定管理者が必要と

認める場合にあっては、その必要と認める人数）についても、同様とする。 

 

別表第 1 備考 2 中「未満の者」の次に「及び 70 歳以上の者」を加え、同表中備考

3を備考 4とし、備考 2の次に次のように加える。 

3 70 歳以上の者の利用料金は、市民（市内に住所を有する者又は市内に所在する

団体若しくは事業所に所属する者をいう。以下同じ。）について適用する。 

 

附 則 
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1 この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

2 改正後の湖西市勤労者体育センター条例別表第 1 に定める額の範囲内において指

定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要

な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。 

82



議案第 19 号 

 

 

湖西市都市公園条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 

湖西市都市公園条例（昭和 56 年湖西市条例第 15 号）の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

湖西市都市公園条例（昭和 56 年湖西市条例第 15 号）の一部を次のように改正する。 

 

第 14 条ただし書中「1 に」を「いずれかに」に改め、同条第 3 号中「前各号のほ

か」を「前 2号に掲げるもののほか、」に改める。 

 

第 16 条中「1に」を「いずれかに」に改める。 

 

第 22 条に次の 1項を加える。 

5 第 12 条第 3項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同項中

「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読

み替えるものとする。 

 

別表第 2 の 2(1)〇コートの表の注 3 中「をいい、」を「又は」に改め、「所在す

る団体」の次に「若しくは事業所に所属する者並びに当該団体」を加え、「含む」を

「いう」に改め、同表の注 3 第 1 号中「備考 2」を「注 2」に、「次号及び第 3 号並
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びに備考 4」を「以下この注 3 及び注 4」に改め、「に当該基本使用料」を削り、

「40 割に相当する額を加えた」を「5倍の」に改め、同表の注 3第 2号中「中学生」

を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に改め、

同表の注 4 第 1 号中「に当該基本使用料」を削り、「50 割に相当する額を加えた」

を「6 倍の」に改め、同表の注 4 第 2 号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学

生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に改め、同表の注 4第 3号中「に当

該基本使用料」を削り、「10 割に相当する額を加えた」を「2倍の」に改め、同表の

注 5第 2号及び注 6第 2号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使

用する」を「の専用使用である」に改め、別表第 2 の 2(1)〇付属設備等の表中「付

属設備等」を「附属設備等」に改め、別表第 2の 2(2)の表の注 3第 1号中「備考 2」

を「注 2」に、「次号及び第 3 号並びに備考 4」を「以下この注 3 及び注 4」に改め、

「に当該基本使用料」を削り、「40 割に相当する額を加えた」を「5倍の」に改め、

同表の注 3第 2号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用する」

を「の専用使用である」に改め、同表の注 4第 1号中「に当該基本使用料」を削り、

「50 割に相当する額を加えた」を「6倍の」に改め、同表の注 4第 2号中「中学生」

を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に改め、

同表の注 4 第 3 号中「に当該基本使用料」を削り、「10 割に相当する額を加えた」

を「2倍の」に改め、別表第 2の 2(2)〇付属設備等の表中「付属設備等」を「附属設

備等」に改め、別表第 2 の 2(3)〇トラック・フィールドの表の注 3 第 1 号中「備考

2」を「注 2」に、「次号及び第 3 号並びに備考 4」を「以下この注 3 及び注 4」に改

め、「に当該基本使用料」を削り、「40 割に相当する額を加えた」を「5倍の」に改

め、同表の注 3第 2号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用す

る」を「の専用使用である」に改め、同表の注 4第 1号中「に当該基本使用料」を削

り、「50 割に相当する額を加えた」を「6倍の」に改め、同表の注 4第 2号中「中学

生」を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に

改め、同表の注 4 第 3 号中「に当該基本使用料」を削り、「10 割に相当する額を加

えた」を「2 倍の」に改め、同表中注 6 を注 7 とし、注 5 を注 6 とし、注 4 の次に次

のように加える。 

5 障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは難病

の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第 7条第 4項に

規定する医療受給者証の交付又は同法第 28 条第 2 項の規定による指定難病に

かかつている旨の証明を受けている者をいう。以下同じ。）の個人利用につい

ては、利用料金を免除する。この場合において、当該障害者を介助する者 1 名

（指定管理者が必要と認める場合にあつては、その必要と認める人数）につい

ても、同様とする。 
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別表第 2 の 2(3)〇付属設備等の表中「付属設備等」を「附属設備等」に改め、別

表第 2 の 2(4)の表の注 3 第 1 号中「備考 2」を「注 2」に、「次号及び第 3 号並びに

備考 4」を「以下この注 3 及び注 4」に改め、「に当該基本使用料」を削り、「40 割

に相当する額を加えた」を「5 倍の」に改め、同表の注 3 第 2 号中「中学生」を「主

たる利用の目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に改め、同表

の注 4 第 1 号中「に当該基本使用料」を削り、「50 割に相当する額を加えた」を「6

倍の」に改め、同表の注 4第 2号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学生」に、

「が使用する」を「の専用使用である」に改め、同表の注 4第 3号中「に当該基本使

用料」を削り、「10 割に相当する額を加えた」を「2倍の」に改め、同表中注 6を注

7とし、注 5を注 6とし、注 4の次に次のように加える。 

5 障害者の個人利用については、利用料金を免除する。この場合において、当

該障害者を介助する者 1名（指定管理者が必要と認める場合にあつては、その

必要と認める人数）についても、同様とする。 

 

別表第 2 の 2(5)の表の注 3 第 1 号中「備考 2」を「注 2」に、「次号及び第 3 号並

びに備考 4 及び備考 5」を「以下この注 3、注 4 及び注 5」に改め、「に当該基本使

用料」を削り、「40 割に相当する額を加えた」を「5 倍の」に改め、同表の注 3 第 2

号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用

である」に改め、同表の注 4 第 1 号中「に当該基本使用料」を削り、「50 割に相当

する額を加えた」を「6 倍の」に改め、同表の注 4 第 2 号中「中学生」を「主たる利

用の目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に改め、同表の注 4

第 3号中「に当該基本使用料」を削り、「10 割に相当する額を加えた」を「2倍の」

に改め、同表の注 5 中「備考 3 若しくは備考 4」を「注 3 若しくは注 4」に改め、別

表第 2の 2(5)〇付属設備等の表中「付属設備等」を「附属設備等」に改め、別表第 2

の 2(6)の注 3 第 1 号中「備考 2」を「注 2」に、「次号及び第 3 号並びに備考 4」を

「以下この注 3及び注 4」に改め、「に当該基本使用料」を削り、「40 割に相当する

額を加えた」を「5 倍の」に改め、同表の注 3 第 2 号中「中学生」を「主たる利用の

目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に改め、同表の注 4 第 1

号中「に当該基本使用料」を削り、「50 割に相当する額を加えた」を「6倍の」に改

め、同表の注 4第 2号中「中学生」を「主たる利用の目的が中学生」に、「が使用す

る」を「の専用使用である」に改め、同表の注 4第 3号中「に当該基本使用料」を削

り、「10 割に相当する額を加えた」を「2倍の」に改める。 

 

附 則 
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1 この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

2 改正後の湖西市都市公園条例別表第 2 に定める額の範囲内において指定管理者が

定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必要な行為は、

この条例の施行前においても、行うことができる。 
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議案第 20 号 

 

 

湖西市新居スポーツ広場公園条例の一部を改正する

条例制定について 

 

湖西市新居スポーツ広場公園条例（平成 26 年湖西市条例第 16 号）の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市新居スポーツ広場公園条例の一部を改正する

条例 
 

湖西市新居スポーツ広場公園条例（平成 26 年湖西市条例第 16 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第 9条第 2項第 1号中「第 10 条第 1項」を「次条第 1項」に改める。 

 

第 11 条第 1項中「第 10 条第 1項」を「前条第 1項」に改める。 

 

第 16 条第 1 項中「第 15 条第 1 項」を「前条第 1 項」に改め、「（昭和 56 年湖西

市条例第 15 号）」を削り、「おいては、湖西市都市公園条例」を「おいては、同条

例」に改める。 

 

別表第 3の 1の表中「 
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使用時間 

使用区分 

午前 午後 夜間 

8 時～13 時 13 時～17 時 17 時～21 時 

競技場 専用 全面 1 時間につき 990 円 1 時間につき 1,980 円 

専用 半面 1 時間につき 500 円 1 時間につき 990 円 

専用 1／3面 1 時間につき 330 円 1 時間につき 660 円 

卓球室 専用 卓球台 1台 

880 円 

卓球台 1台 

880 円 

卓球台 1台 

880 円 

個人 大人 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 

個人 小人 1 人 1回 150 円 1 人 1回 150 円 1 人 1回 150 円 

ジム 個人 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 

1 か月定期券 4,500 円 

スタジ

オ 

専用 1 時間につき 660 円 

会議室 専用 1 時間につき 440 円 

」を「 

使用時間 

使用区分 

午前 午後 夜間 

8 時～13 時 13 時～17 時 17 時～21 時 

競技場 専用 全面 990 円/時間 1,980 円/時間 

専用 半面 500 円/時間 990 円/時間 

専用 1／3面 330 円/時間 660 円/時間 

卓球室 専用 卓球台 1台 

880 円 

卓球台 1台 

880 円 

卓球台 1台 

880 円 

個人 大人 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 

個人 小人・

70 歳以上の者 

1 人 1回 150 円 1 人 1回 150 円 1 人 1回 150 円 

ジム 個人 大人・

70 歳以上の者 

1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 1 人 1回 300 円 

1 か月定期券 4,500 円 

スタジオ 専用 660 円/時間 

会議室 専用 440 円/時間 

」に改め、同表備考 2 中「未満の者」の次に「及び 70 歳以上の者」を加え、同表備

考 6 を同表備考 8 とし、同表備考 5 中「市民」を「市民等」に改め、同表備考 5 第 1

号中「入場料の類いを徴収して使用する」を「営利活動をする」に改め、「に当該基

本利用料金」を削り、「50 割に相当する額を加えた」を「10 倍の」に改め、同表備

考 5第 2号中「中学生」を「主たる利用目的が中学生」に、「が使用する」を「の専
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用使用である」に改め、同表備考 5 第 3 号中「に当該基本利用料金」を削り、「10

割に相当する額を加えた」を「2 倍の」に改め、同表中備考 5 を備考 6 とし、備考 6

の次に次のように加える。 

7 障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは難病の

患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）第 7条第 4項に規定

する医療受給者証の交付又は同法第 28 条第 2 項の規定による指定難病にかかっ

ている旨の証明を受けている者をいう。以下同じ。）の個人利用については、利

用料金を免除する。この場合において、当該障害者を介助する者 1名（指定管理

者が必要と認める場合にあっては、その必要と認める人数）についても、同様と

する。 

 

別表第 3 の 1 の表備考 4 中「（市内に住所を有する者をいい、」を「又は」に、

「及び」を「若しくは」に、「を含む。以下同じ」を「（以下「市民等」という」に

改め、同表備考 4第 1号中「の類いを徴収して使用する」を「を徴収する場合及び商

品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動（以下「営利活動」という。）をする」に、

「備考 3」を「備考 4」に、「次号及び第 3 号並びに備考 5」を「以下この備考 5 及

び備考 6」に改め、「に当該利用料金」を削り、「40 割に相当する額を加えた」を

「5 倍の」に改め、同表備考 4 第 2 号中「中学生」を「主たる利用目的が中学生」に、

「が使用する」を「の専用使用である」に改め、同表中備考 4 を備考 5 とし、備考 3

を備考 4とし、備考 2の次に次のように加える。 

3 70 歳以上の者の利用料金は、市民（市内に住所を有する者又は市内に所在する

団体若しくは事業所に所属する者をいう。備考 5において同じ。）について適用

する。 

 

別表第 3 の 3 の表備考 2 中「市民」を「市民等」に改め、同表備考 2 第 1 号中

「次号及び第 3 号並びに備考 3」を「以下この備考 2 及び備考 3」に改め、「に当該

利用料金」を削り、「40 割に相当する額を加えた」を「5 倍の」に改め、同表備考 2

第 2号中「中学生」を「主たる利用目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使

用である」に改め、同表備考 3中「市民」を「市民等」に改め、同表備考 3第 1号中

「に当該基本利用料金」を削り、「50 割に相当する額を加えた」を「10 倍の」に改

め、同表備考 3 第 2 号中「中学生」を「主たる利用目的が中学生」に、「が使用す

る」を「の専用使用である」に改め、同表備考 3第 3号中「に当該基本利用料金」を

削り、「10 割に相当する額を加えた」を「2倍の」に改め、同表中備考 4を備考 5と

し、備考 3の次に次のように加える。 

4 障害者の個人利用については、利用料金を免除する。この場合において、当該
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障害者を介助する者 1名（指定管理者が必要と認める場合にあっては、その必要

と認める人数）についても、同様とする。 

 

別表第 3 の 4 の表備考 2 中「市民」を「市民等」に改め、同表備考 2 第 1 号中

「次号及び第 3号並びに」を「以下この備考 2及び」に改め、「に当該利用料金」を

削り、「40 割に相当する額を加えた」を「5倍の」に改め、同表備考 2第 2号中「中

学生」を「主たる利用目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用使用である」に

改め、同表備考 3中「市民」を「市民等」に改め、同表備考 3第 1号中「に当該基本

利用料金」を削り、「50 割に相当する額を加えた」を「10 倍の」に改め、同表備考

3 第 2 号中「中学生」を「主たる利用目的が中学生」に、「が使用する」を「の専用

使用である」に改め、同表備考 3 第 3 号中「に当該基本利用料金」を削り、「10 割

に相当する額を加えた」を「2 倍の」に改め、同表中備考 4 を備考 5 とし、備考 3 の

次に次のように加える。 

4 障害者の個人利用については、利用料金を免除する。この場合において、当該

障害者を介助する者 1名（指定管理者が必要と認める場合にあっては、その必要

と認める人数）についても、同様とする。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

2 改正後の湖西市新居スポーツ広場公園条例別表第 3 に定める額の範囲内において

指定管理者が定める利用料金の承認及び変更の承認並びにこれらの承認に関し必

要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。 
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議案第 21 号 

 

 

湖西市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定

について 

 

湖西市企業立地促進条例（平成 18 年湖西市条例第 27 号）の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 

湖西市企業立地促進条例（平成 18 年湖西市条例第 27 号）の一部を次のように改

正する。 

 

附則第 2項中「令和 8年 3月 31 日」を「令和 11 年 3月 31 日」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 22 号 

 

 

湖西市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 

湖西市火災予防条例（平成 22 年湖西市条例第 36 号）の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

湖西市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

湖西市火災予防条例（平成 22 年湖西市条例第 36 号）の一部を次のように改正す

る。 

 

目次中「第 3章 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第 40 条～第 45 

条）」を 
「第 3章 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第 40 条～第 45 

第 3章の 2 林野火災の予防（第 45 条の 2・第 45 条の 3） 

条） 

  」 
に改める。 

 

第 10 条の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第 1 項中「サウナ室に設

ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ設

備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」

に改め、同項第 2号及び同条第 2項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、

同条を第 10 条の 2とする。 

 

第 9条の次に次の 1条を加える。 
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（簡易サウナ設備） 

第 10 条 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サ

ウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室

（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備

であって、定格出力 6 キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源と

するものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃

性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等

の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断するこ

とができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サ

ウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用でき

る位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。 

2 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準につい

ては、第 2 条（第 1 項第 1 号、第 10 号から第 13 号まで及び第 15 号から第 18 号

まで、第 2 項第 6 号、第 3 項並びに第 4 項を除く。）及び第 7 条第 1 項の規定を

準用する。 

 

第 39 条中「警報」の次に「（法第 22 条第 3 項に規定する火災に関する警報をい

う。以下同じ。）」を加え、同条第 7号を次のように改める。 

(7) 削除 

 

第 45 条第 1 項第 1 号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加える

。 

 

第 3章の次に次の 1章を加える。 

第 3章の 2 林野火災の予防 

（林野火災に関する注意報） 

第 45 条の 2 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」

という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発

することができる。 

2 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、湖

西市の区域内に在る者は、第 39 条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めな

ければならない。 
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3 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限

の努力義務の対象となる区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制

限） 

第 45 条の 3 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したとき

は、林野火災の発生の危険性を勘案して、第 39 条各号に定める火の使用の制限の

対象となる区域を指定することができる。 

 

第 73 条中第 18 号を第 19 号とし、第 9 号から第 17 号までを 1 号ずつ繰り下げ、

同条第 8号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同号を同条第 9号とし、

同条第 7号の次に次の 1号を加える。 

(8) 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

 

附 則 

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 23 号 

 

 

湖西市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例制定について 

 

湖西市消防団員等公務災害補償条例（昭和 42 年湖西市条例第 25 号）の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

湖西市条例第 号 

 

 

湖西市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例 

 

湖西市消防団員等公務災害補償条例（昭和 42 年湖西市条例第 25 号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第 5 条第 2 項第 2 号中「9,700 円」を「10,000 円」に改め、同号ただし書中

「14,500 円」を「15,000 円」に改め、同条第 3項中「100 円」を「433 円」に改め、

「、第 2号に該当する扶養親族については 1人につき 383 円を」を削り、「第 3号か

ら第 6号まで」を「第 2号から第 5号まで」に改め、同項中第 1号を削り、第 2号を

第 1号とし、第 3号から第 6号までを 1号ずつ繰り上げる。 

 

別表中「12,900」を「13,340」に、「13,700」を「14,170」に、「14,500」を

「15,000」に、「11,300」を「11,670」に、「12,100」を「12,500」に、「9,700」

を「10,000」に、「10,500」を「10,840」に改める。 
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附 則 

1 この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 この条例による改正後の湖西市消防団員等公務災害補償条例第 5 条第 2 項及び第

3 項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた湖西

市消防団員等公務災害補償条例第 5条第 1項に規定する損害補償（以下この項にお

いて「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期

間に係る同条例第 4条第 3号に規定する傷病補償年金、同条第 4号アに規定する障

害補償年金及び同条第 6号アに規定する遺族補償年金（以下この項において「傷病

補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補

償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間

に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第 24 号 

 

 

令和 6 年度知波田配水場更新工事の工事請負契約の

一部変更について 

 

下記のとおり工事請負契約の一部を変更したいので、地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 96 条第 1項第 5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和 39 年湖西市条例第 1 号）第 2 条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

（変更前） 

1 契約の目的 令和 6年度知波田配水場更新工事 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 239,668,000 円 

4 契約の相手方 湖西市梅田 610 番地 

株式会社山下組 

代表取締役 山下 菊大 

 

（変更後） 

1 契約の目的 令和 6年度知波田配水場更新工事 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 240,361,000 円 

4 契約の相手方 湖西市梅田 610 番地 

株式会社山下組 

代表取締役 山下 菊大 
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議案第 25 号 

 

 

湖西市学校給食センター整備・運営事業の契約の一

部変更について 

 

下記のとおり契約の一部を変更したいので、民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 12 条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

（変更前） 

1 契約の目的 湖西市学校給食センター整備・運営事業 

2 契約の方法 随意契約（公募型プロポーザル方式） 

3 契約の金額 6,940,813,668 円 

4 契約の相手方 湖西市吉美 1267 番地の 1 

株式会社湖西スクールランチ 

代表取締役 小西 雅文 

 

（変更後） 

1 契約の目的 湖西市学校給食センター整備・運営事業 

2 契約の方法 随意契約（公募型プロポーザル方式） 

3 契約の金額 6,991,550,003 円 

4 契約の相手方 湖西市吉美 1267 番地の 1 

株式会社湖西スクールランチ 

代表取締役 小西 雅文 
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議案第 26 号 

 

 

令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（建築

工事）の工事請負契約の一部変更について 

 

下記のとおり工事請負契約の一部を変更したいので、地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 96 条第 1項第 5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和 39 年湖西市条例第 1 号）第 2 条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

（変更前） 

1 契約の目的 令和 5年度湖西市消防防災センター建設工事（建築工事） 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 2,204,059,000 円 

4 契約の相手方 中村組・須山特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

湖西市吉美 3270 番地の 5 301 

株式会社中村組 湖西営業所 

所長 土屋 崇 

その他構成員 

湖西市鷲津 5300 番 

須山建設株式会社 湖西営業所 

所長 鈴木 千春 

（変更後） 

1 契約の目的 令和 5年度湖西市消防防災センター建設工事（建築工事） 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 2,218,480,000 円 
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4 契約の相手方 中村組・須山特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

湖西市吉美 3270 番地の 5 301 

株式会社中村組 湖西営業所 

所長 土屋 崇 

その他構成員 

湖西市鷲津 5300 番 

須山建設株式会社 湖西営業所 

所長 鈴木 千春 
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議案第 27 号 

 

 

令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（機械

設備工事）の工事請負契約の一部変更について 

 

下記のとおり工事請負契約の一部を変更したいので、地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 96 条第 1項第 5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和 39 年湖西市条例第 1 号）第 2 条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

（変更前） 

1 契約の目的 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（機械設備工

事） 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 563,420,000 円 

4 契約の相手方 日管・つぼい特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

湖西市ときわ三丁目 9番地 67 号 

日管株式会社 湖西支店 

支店長 竹村 尚久 

その他構成員 

湖西市新所 3135 番地の 2 

つぼい工業株式会社 湖西営業所 

湖西営業所長 野末 敏正 

（変更後） 

1 契約の目的 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（機械設備工

事） 
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2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 565,059,000 円 

4 契約の相手方 日管・つぼい特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

湖西市ときわ三丁目 9番地 67 号 

日管株式会社 湖西支店 

支店長 竹村 尚久 

その他構成員 

湖西市新所 3135 番地の 2 

つぼい工業株式会社 湖西営業所 

湖西営業所長 野末 敏正 
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議案第 28 号 

 

 

令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（電気

設備工事）の工事請負契約の一部変更について 

 

下記のとおり工事請負契約の一部を変更したいので、地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 96 条第 1項第 5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和 39 年湖西市条例第 1 号）第 2 条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

記 

（変更前） 

1 契約の目的 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（電気設備工

事） 

2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 627,517,000 円 

4 契約の相手方 松川・旭特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

湖西市駅南二丁目 12 番 8号 

松川電気株式会社 湖西営業所 

営業所長 小野寺 政幸 

その他構成員 

湖西市新居町浜名 597 番地の 3 

株式会社旭電気工業所 

代表取締役 疋田 貴之 

（変更後） 

1 契約の目的 令和 5 年度湖西市消防防災センター建設工事（電気設備工

事） 
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2 契約の方法 一般競争入札 

3 契約の金額 630,630,000 円 

4 契約の相手方 松川・旭特定建設工事共同企業体 

代表構成員 

湖西市駅南二丁目 12 番 8号 

松川電気株式会社 湖西営業所 

営業所長 小野寺 政幸 

その他構成員 

湖西市新居町浜名 597 番地の 3 

株式会社旭電気工業所 

代表取締役 疋田 貴之 
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議案第 29 号 

 

 

静岡県市町総合事務組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により、令和 8 年 4

月 1日をもって静岡県市町総合事務組合規約（平成 18 年 3月 23 日市行第 581 号）を

次のとおり変更することに関し、協議して定めることについて、同法第 290 条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

静岡県市町総合事務組合規約（平成 18 年 3 月 23 日市行第 581 号）の一部を次の

ように変更する。 

 

 別表第 1及び別表第 2中「、南伊豆地域清掃施設組合」を削る。 

 

附 則 

この規約は、令和 8年 4月 1日から施行する。 
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議案第 30 号 

 

 

市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条第 1 項の規定により、次のとおり市道の

路線の認定をしたいので、同条第 2項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

路 線 名 起   点 終   点 重要な経過地 

表鷲津湖岸 42 号線 湖西市鷲津字大畑 湖西市鷲津字大畑  

表鷲津湖岸 43 号線 湖西市鷲津字大畑 湖西市鷲津字大畑  

梅田南 48 号線 湖西市梅田字ノナカ 湖西市梅田字ノナカ  

梅田南 49 号線 湖西市梅田字ノナカ 湖西市梅田字ノナカ  

新居 276 号線 
湖西市新居町新居字

新柏 

湖西市新居町新居字新

柏 
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議案第 31 号 

 

 

市道の路線の廃止について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 10 条第 1項の規定により、次のとおり市道の

路線の廃止をしたいので、同条第 3項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

路 線 名 起   点 終   点 重要な経過地 

市地 1号線 湖西市大知波字市地 湖西市大知波字市地  
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議案第 32 号 

 

 

市道の路線の変更について 

 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 10 条第 2項の規定により、次のとおり市道の

路線の変更をしたいので、同条第 3項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 

 

 

路 線 名 新旧別 起   点 終   点 重要な経過地 

梅田南 26 号線 
旧 湖西市梅田字ノナカ 湖西市梅田字ノナカ  

新 湖西市梅田字ノナカ 湖西市梅田字ノナカ  
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議案第 33 号 

 

 

湖西市基本構想の変更について 

 

湖西市議会基本条例（平成 26 年条例第 35 号）第 12 条の規定により、湖西市基本

構想を変更することについて、議会の議決を求める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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（議案第33号別紙） 

 

 

 

 

湖西市基本構想（修正案） 
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※写真は差替の可能性あり 
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議案第 34 号 

 

 

令和 7年度湖西市一般会計補正予算（第 10 号） 

 

令和 7年度湖西市一般会計補正予算（第 10 号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 305,775 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 30,681,420 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第 2条 債務負担行為の追加は、「第 2表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第 3条 地方債の変更は、「第 3表 地方債補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第 4条 繰越明許費の追加は、「第 4表 繰越明許費補正」による。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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1 12,344,072 421,763 12,765,835

1 市民税 4,866,802 421,763 5,288,565

15 3,782,058 47,908 3,829,966

1 国庫負担金 2,682,594 78,036 2,760,630

2 国庫補助金 1,016,249 △30,128 986,121

16 1,875,598 △161,165 1,714,433

1 県負担金 963,627 39,290 1,002,917

2 県補助金 778,886 △200,455 578,431

17 383,853 △298,724 85,129

1 財産運用収入 24,547 9,207 33,754

2 財産売払収入 359,306 △307,931 51,375

18 253,652 19,908 273,560

1 寄附金 253,652 19,908 273,560

19 3,108,640 △24,000 3,084,640

1 基金繰入金 3,057,009 △24,000 3,033,009

21 1,200,905 415,585 1,616,490

5 収益事業収入 400,000 440,000 840,000

6 雑入 783,441 △24,415 759,026

22 3,835,100 △115,500 3,719,600

1 市債 3,835,100 △115,500 3,719,600

30,375,645 305,775 30,681,420

計

 千円

項 補正前の額

 千円

繰入金

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

市税

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金
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2 3,213,593 762,024 3,975,617

1 総務管理費 2,377,338 762,436 3,139,774

2 徴税費 549,308 △2,260 547,048

3 戸籍住民基本台帳費 134,957 1,848 136,805

3 8,034,796 164,598 8,199,394

1 社会福祉費 3,680,426 159,025 3,839,451

2 児童福祉費 3,881,678 319 3,881,997

3 生活保護費 471,598 5,254 476,852

4 3,493,197 △55,244 3,437,953

1 保健衛生費 791,848 △28,487 763,361

2 清掃費 1,692,897 △23,862 1,669,035

3 環境対策費 62,928 △2,895 60,033

7 962,945 △394,779 568,166

1 商工費 962,945 △394,779 568,166

8 3,160,316 △139,739 3,020,577

1 土木管理費 325,247 △9,150 316,097

4 都市計画費 2,002,151 △94,088 1,908,063

5 住宅費 148,755 △5,000 143,755

7 港湾費 51,733 △31,501 20,232

9 5,137,161 △2,812 5,134,349

1 消防費 5,137,161 △2,812 5,134,349

10 3,920,925 △28,273 3,892,652

1 教育総務費 1,035,014 △108,316 926,698

2 小学校費 319,481 69,306 388,787

3 中学校費 1,247,255 △28,320 1,218,935

6 社会教育費 325,381 1,300 326,681

消防費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

総務費

民生費

衛生費

商工費

土木費

教育費
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7 保健体育費 257,744 37,757 295,501

30,375,645 305,775 30,681,420

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円  千円
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第 2表 債務負担行為補正 

 追 加                           （単位 千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

車両購入費 令和 7年度～令和 8年度 11,000 

学校給食業務（追加分） 令和 8年度 4,077 

 

第 3 表 地方債補正 

 変 更                           （単位 千円） 

起債の 

目 的 

変 更 前 変 更 後 
償還の 

方 法 限 度 額 
起債の 

方 法 
利 率 限 度 額 

起債の 

方 法 
利 率 

道路整備

事業 

 

157,800  

証 書 

借入等 

 

5.0 ％ 以

内（ただ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる政

府資金及

び地方公

共団体金

融機構資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては当該

見直し後

の利率） 

 

137,900  

証 書 

借入等 

 

5.0 ％ 以

内（ただ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる政

府資金及

び地方公

共団体金

融機構資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては当該

見直し後

の利率） 

 

 

借入先の

融資条件

による。

ただし、

市財政の

都合によ

り償還期

限を短縮

し、若し

くは繰上

償還又は

低利に借

り換える

ことがで

きる。 

 

 

 

 

道路整備

事業（街

路） 

 

113,000 76,600 

港湾事業 

 

41,100 15,300 

学校給食

施設整備

事業 

 

59,600 47,600 

学校再編

事業 

 

105,000 42,000 

小学校施

設維持補

修事業 

 

7,000 60,500 

中学校施

設維持補

修事業 

 

561,800 549,900 
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第 4表 繰越明許費補正 

追 加                          （単位 千円） 

款 項 事 業 名 金  額 

2 総務費 1 総務管理費 
業務システム保守業務（基幹情

報システム標準化対応業務） 
176,762 

 

 
 

住民基本台帳法改正に伴うシス

テム改修業務（コンビニ交付シ

ステム・住民記録システム） 

1,903 

 
3 戸籍住民基本

台帳費 

住民基本台帳法改正に伴うシス

テム改修業務（戸籍システム） 
1,848 

 4 選挙費 

自治体情報システム標準化・共

通化支援業務（投票管理システ

ム） 

7,833 

3 民生費 1 社会福祉費 

自治体情報システム標準化・共

通化支援業務（障害福祉システ

ム等） 

7,491 

 2 児童福祉費 

自治体情報システム標準化・共

通化支援業務（児童手当システ

ム等） 

9,112 

  
物価高対応子育て応援手当支給

事業 
21,394 

4 衛生費 1 保健衛生費 

自治体情報システム標準化・共

通化支援業務（健康管理システ

ム） 

13,200 

  新居斎場やすらぎ苑修繕 3,442 

8 土木費 2 道路橋梁費 道路付属物点検業務 30,000 

  
上ノ原藤ヶ池線（跨線橋）道路

改良事業 
52,000 

  県境地域渋滞対策検討業務 10,000 
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 3 河川費 

河川整備関係経費 

（（準）境田川詳細設計業務、

（準）大沢川測量設計業務） 

71,666 

 4 都市計画費 大沢地区測量設計地質調査業務 105,000 

  
（都）大倉戸茶屋松線橋梁詳細

設計負担金 
65,307 

  
立地適正化計画見直し（防災指

針策定）業務 
7,000 

  （都）浜名弁天線用地測量業務 5,000 

  
（都）表鷲津漁港線物件補償再

算定業務 
9,346 

  表鷲津湖岸 3号公園整備工事 35,590 

  組合土地区画整理事業事務費 30,000 

9 消防費 1 消防費 水道事業負担金 3,021 

  洪水ハザードマップ作成業務 6,270 

  
デジタル防災通信システム移設

工事 
52,482 

  同報無線親局移設工事 98,622 

  消防防災センター関連業務 28,243 

10 教育費 1 教育総務費 
学校給食センター整備事業上下

水道整備工事 
4,900 

  湖西中学校校舎改修等設計業務 27,000 

 2 小学校費 鷲津小学校トイレ改修工事 68,958 

 4 幼稚園費 

自治体情報システム標準化・共

通化支援業務（子ども・子育て

支援システム） 

3,861 
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議案第 35 号 

 

 

令和 7 年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第 4号） 

 

令和 7 年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,053 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 5,506,969 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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5 274 1,053 1,327

1 財産運用収入 274 1,053 1,327

6 353,056 △38,000 315,056

2 基金繰入金 38,000 △38,000 0

7 62,938 38,000 100,938

1 繰越金 62,938 38,000 100,938

5,505,916 1,053 5,506,969

財産収入

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

 

 

 

7 274 1,053 1,327

1 基金積立金 274 1,053 1,327

5,505,916 1,053 5,506,969

基金積立金

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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議案第 36 号 

 

 

令和 7 年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算

（第 3号） 

 

令和 7 年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,513 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 46 億 1,193 万 7 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第 2条 地方自治法第 213 条第 1項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第 2表 繰越明許費」による。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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6 551 2,513 3,064

1 財産運用収入 551 2,513 3,064

4,609,424 2,513 4,611,937

2 4,127,571 0 4,127,571

1 介護サービス等諸費 4,127,571 0 4,127,571

5 552 2,513 3,065

1 基金積立金 552 2,513 3,065

4,609,424 2,513 4,611,937

 千円  千円  千円

介護給付費

基金積立金

歳　　出　　合　　計

財産収入

歳　　入　　合　　計

歳　　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

 

129



第 2表 繰越明許費                      （単位 千円） 

款 項 事 業 名 金  額 

1 総 務 費 1 総務管理費 自治体情報システム標準化・共通

化支援業務（介護保険システム） 

18,267

合   計 18,267
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議案第 37 号 

 

 

令和 7 年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第 3号） 

 

令和 7 年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,015 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 1,088,526 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第 2条 地方自治法第 213 条第 1項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第 2表 繰越明許費」による。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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3 200,930 △3,015 197,915

1 一般会計繰入金 200,930 △3,015 197,915

1,091,541 △3,015 1,088,526

繰入金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

 

 

 

1 58,152 △3,378 54,774

1 総務管理費 54,955 △3,378 51,577

2 1,030,786 363 1,031,149

1 広域連合納付金 1,030,786 363 1,031,149

1,091,541 △3,015 1,088,526

総務費

広域連合納付金

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

 

 

 

第 2 表 繰越明許費                      （単位 千円） 

款 項 事 業 名 金  額 

1 総務費 1 総務管理費 

自治体情報システム標準化・共

通化支援業務（後期高齢者医療

制度対応システム） 

10,463 

合    計 10,463 
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議案第 38 号 

 

 

令和 8年度湖西市一般会計予算 

 

令和 8年度湖西市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,570,000 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予

算」による。 

 

（債務負担行為） 

第 2条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第 2表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第 3条 地方自治法第 230 条第 1項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第 4条 地方自治法第 235 条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

3,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第 5条 地方自治法第 220 条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

 湖西市長 田 内 浩 之 
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1 12,463,736

1 市民税 5,156,612

2 固定資産税 6,288,435

3 軽自動車税 228,054

4 市たばこ税 352,798

6 都市計画税 437,837

2 166,300

1 地方揮発油譲与税 1,000

2 自動車重量譲与税 155,000

4 森林環境譲与税 10,300

3 23,000

1 利子割交付金 23,000

4 83,000

1 配当割交付金 83,000

5 156,000

1 株式等譲渡所得割交付金 156,000

6 250,000

1 法人事業税交付金 250,000

7 1,700,000

1 地方消費税交付金 1,700,000

8 22,000

1 ゴルフ場利用税交付金 22,000

9 1,000

2 環境性能割交付金 1,000

10 167,000

1 地方特例交付金 167,000

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

地方特例交付金
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11 100,000

1 地方交付税 100,000

12 10,000

1 交通安全対策特別交付金 10,000

13 32,950

2 負担金 32,950

14 433,256

1 使用料 256,048

2 手数料 177,208

15 4,134,924

1 国庫負担金 2,762,221

2 国庫補助金 1,339,851

3 委託金 32,852

16 1,853,136

1 県負担金 1,041,301

2 県補助金 693,919

3 委託金 117,916

17 364,983

1 財産運用収入 37,296

2 財産売払収入 327,687

18 250,040

1 寄附金 250,040

19 1,999,901

1 基金繰入金 1,999,894

2 特別会計繰入金 7

20 500,000

金　　　　　額

 千円

款 項

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金
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1 繰越金 500,000

21 950,974

1 延滞金 11,702

2 市預金利子 496

4 受託事業収入 258

5 収益事業収入 600,000

6 雑入 338,518

22 2,907,800

1 市債 2,907,800

28,570,000

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

款 項 金　　　　　額

 千円
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1 176,178

1 議会費 176,178

2 2,998,072

1 総務管理費 2,451,362

2 徴税費 348,709

3 戸籍住民基本台帳費 133,202

4 選挙費 25,238

5 統計調査費 12,955

6 監査委員費 26,606

3 7,918,042

1 社会福祉費 3,796,226

2 児童福祉費 3,612,087

3 生活保護費 503,130

4 災害救助費 6,599

4 3,252,473

1 保健衛生費 724,682

2 清掃費 1,556,814

3 環境対策費 64,650

4 病院費 789,827

5 上水道費 116,500

5 65,260

1 労働諸費 65,260

6 266,297

1 農業費 216,749

2 林業費 16,535

3 水産業費 33,013

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

議会費
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7 871,455

1 商工費 871,455

8 3,307,863

1 土木管理費 346,572

2 道路橋梁費 413,360

3 河川費 79,287

4 都市計画費 2,240,957

5 住宅費 151,157

7 港湾費 76,530

9 1,539,164

1 消防費 1,539,164

10 6,164,837

1 教育総務費 4,173,064

2 小学校費 359,486

3 中学校費 267,713

4 幼稚園費 735,546

6 社会教育費 352,147

7 保健体育費 276,881

11 2,288

1 農林水産業施設災害復旧費 728

2 公共土木施設災害復旧費 1,560

12 1,958,071

1 公債費 1,958,071

13 50,000

1 予備費 50,000

28,570,000

予備費

歳　　出　　合　　計

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

款 項 金　　　　　額

 千円
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第 2表 債務負担行為                    （単位 千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

令和 8年度コンピュータシステムリース料  (7 件) 
令和 9年度～ 

令和 13 年度 
700,106 

令和 8年度事務機器等リース料       （22 件) 
令和 9年度～ 

令和 13 年度 
8,792 

令和 8年度車両リース料              (6 件)      
令和 9年度～ 

令和 13 年度 
15,678 

学校給食業務             
令和 8年度～ 

令和 12 年度 
73,146 

学校給食賄材料費 
令和 8年度～ 

令和 10 年度 
710,388 

こども園給食業務                         (2 件) 
令和 8年度～ 

令和 11 年度 
140,910 

ICT 支援員派遣業務                        (2 件) 
令和 8年度～ 

令和 11 年度 
68,607 

土地評価替支援業務 
令和 8年度～ 

令和 11 年度 
76,593 

地図情報システム更新管理業務 
令和 8年度～ 

令和 11 年度 
56,804 

包括施設管理業務（追加分） 
令和 9年度～ 

令和 10 年度 
42,266 

公共施設 LED リース料 
令和 8年度～ 

令和 20 年度 
1,654,248 

笠子・新居廃棄物処分場監理事業 
令和 8年度～ 

令和 9年度 
5,372 

資源リサイクル用選別作業・保管施設リース料 令和 9年度 286 

地域福祉計画策定業務 令和 9年度 4,180 

障害者基幹相談支援センター業務 
令和 9年度～ 

令和 11 年度 
50,919 

障害者相談支援センター業務 
令和 9年度～ 

令和 11 年度 
29,940 
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地域活動支援センターⅠ型業務 
令和 9年度～ 

令和 11 年度 
8,385 

各種健康診査（検診・健診）受診券等作成業務 (2 件) 
令和 8年度～ 

令和 9年度 
4,000 

ビデオ通訳サービス使用料 
令和 8年度～ 

令和 9年度 
638 

新居関所耐震診断調査業務 令和 9年度 9,966 

（都）大倉戸茶屋松線 橋梁架設設計業務 令和 9年度 46,900 

学校給食施設整備事業 令和 9年度 200,422 

学校再編校舎改修等工事 令和 9年度 464,628 

消防防災センター第 2期建設事業 
令和 8年度～ 

令和 9年度 
1,204,000 
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第 3 表 地方債                        (単位 千円) 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

地域鉄道対策事業 14,900 証書借入等 

 

5.0 ％ 以

内 ( た だ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる政

府資金及

び地方公

共団体金

融機構資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては当該

見直し後

の利率) 

 

借入先の融

資条件によ

る 。 た だ

し、市財政

の都合によ

り償還期限

を短縮し、

若しくは繰

上償還又は

低利に借り

換えること

ができる。 

電子市役所整備事業 13,200 

  

廃棄物処分場整備事業 44,300 

土地改良整備事業 9,000 

道路整備事業 119,500 

河川等整備事業 160,000 

道路整備事業（街路） 212,300 

市営住宅建設事業 60,000 

港湾事業 50,600 

地震対策事業 32,600 

消防車両整備事業 59,900 

湖西市消防防災センター 

建設事業 
180,000 

学校給食施設整備事業 1,782,300 

学校再編事業 169,200 

計 2,907,800    
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議案第 39 号 

 

 

令和 8年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和 8年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算）  

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,434,OO0 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予

算」による。 

 

（債務負担行為） 

第 2条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第 2表 債務負担行為」による。 

 

（一時借入金） 

第 3条 地方自治法第 235 条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

300,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第 4条 地方自治法第 220 条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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1 1,028,434

1 国民健康保険税 1,028,434

2 14

1 手数料 14

4 3,888,085

2 県補助金 3,888,085

5 274

1 財産運用収入 274

6 442,601

1 他会計繰入金 302,601

2 基金繰入金 140,000

7 50,000

1 繰越金 50,000

8 24,592

1 延滞金 4,539

2 加算金 2

3 預金利子 136

4 雑入 19,915

5,434,000

諸収入

歳　　入　　合　　計

国民健康保険税

使用料及び手数料

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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1 26,463

1 総務管理費 10,031

2 徴税費 16,215

3 運営協議会費 217

2 3,812,663

1 療養諸費 3,244,927

2 高額療養費 550,520

3 出産育児諸費 12,506

4 葬祭諸費 4,500

5 移送費 210

3 1,508,370

1 医療給付費分 1,011,727

2 後期高齢者支援金等分 349,175

3 介護納付金分 114,285

4 子ども・子育て支援納付金分 33,183

6 47,367

1 保健事業費 7,073

2 特定健康診査等事業費 40,294

7 274

1 基金積立金 274

8 40

1 公債費 40

9 28,823

1 償還金及び還付加算金 28,822

2 繰出金 1

10 10,000予備費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費
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1 予備費 10,000

5,434,000歳　　出　　合　　計

項 金　　　　　額

 千円

款
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第 2表 債務負担行為 

                           （単位 千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

国民健康保険特定健康診査業務 令和 8年度～令和 9年度 1,000 

 

146



議案第 40 号 

 

 

令和 8年度湖西市介護保険事業特別会計予算 

 

令和 8年度湖西市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,532,930 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予

算」による。 

 

（一時借入金） 

第 2条 地方自治法第 235 条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

100,000 千円と定める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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1 1,064,272

1 介護保険料 1,064,272

2 10

1 手数料 10

3 920,816

1 国庫負担金 738,158

2 国庫補助金 182,658

4 1,158,250

1 支払基金交付金 1,158,250

5 649,458

1 県負担金 611,876

3 県補助金 37,582

6 408

1 財産運用収入 408

7 739,093

1 一般会計繰入金 662,509

2 基金繰入金 76,584

8 2

1 繰越金 2

9 621

1 延滞金 1

2 預金利子 1

4 雑入 619

4,532,930

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

介護保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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1 71,650

1 総務管理費 30,731

2 介護認定費 40,919

2 4,153,958

1 介護サービス等諸費 4,153,958

4 294,978

1 地域支援事業費 294,978

5 409

1 基金積立金 409

6 123

1 公債費 123

7 1,812

1 償還金及び還付加算金 1,811

2 繰出金 1

8 10,000

1 予備費 10,000

4,532,930歳　　出　　合　　計

介護給付費

地域支援事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

予備費

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費
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議案第 41 号 

 

 

令和 8年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和 8 年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,147,626 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予

算」による。 

 

（債務負担行為） 

第 2条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第 2表 債務負担行為」による。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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1 932,539

1 保険料 932,539

2 3

1 手数料 3

3 213,432

1 一般会計繰入金 213,432

4 1

1 繰越金 1

5 1,651

1 延滞金 50

2 保険料還付金及び還付加算金 1,600

3 預金利子 1

1,147,626

保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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1 49,459

1 総務管理費 46,146

2 徴収費 3,313

2 1,096,562

1 広域連合納付金 1,096,562

3 1,605

1 償還金及び還付加算金 1,600

2 繰出金 5

1,147,626

広域連合納付金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費
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第 2表 債務負担行為                     （単位 千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

令和 8 年度コンピュータシステム利用料

（1件） 

令和 9年度～令和 13 年度 68,122 
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議案第 42 号 

 

 

令和 8年度湖西市公共下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第 1条 令和 8年度湖西市公共下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 排 水 戸 数 9,360戸 

(2) 年 間 総 処 理 水 量 2,140,000㎥ 

(3) 一日平均処理水量 5,860㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 管路建設改良工事    布設延長  1,058ｍ 

 

（収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

第 1款 下 水 道 事 業 収 益 1,344,995 千円

第 1項 営 業 収 益 352,487 千円

第 2項 営 業 外 収 益 992,506 千円

第 3項 特 別 利 益 2 千円

支     出 

第 1款 下 水 道 事 業 費 用 1,352,867 千円

第 1項 営 業 費 用 1,187,426 千円

第 2項 営 業 外 費 用 165,111 千円

第 3項 特 別 損 失 330 千円

 

（資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 196,904 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 21,687 千円、過年度分損益勘定留保資金 175,217 千円で補てんす

るものとする。） 
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収     入 

第 1款 資 本 的 収 入 1,158,465 千円

第 1項 企 業 債 773,700 千円

第 3項 他 会 計 出 資 金 100,621 千円

第 4項 他 会 計 負 担 金 3,000 千円

第 5項 他 会 計 補 助 金 18,620 千円

第 7項 補 助 金 189,997 千円

第 8項 負担金及び分担金 72,527 千円

支     出 

第 1款 資 本 的 支 出 1,355,369 千円

第 1項 建 設 改 良 費 534,030 千円

第 2項 企 業 債 償 還 金 821,339 千円

 

（債務負担行為） 

第 5条 債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお

りと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

湖西浄化センター原水・放流水水

質検査業務 
令和 8年度～令和 9年度 3,304 千円

湖西浄化センター管理棟耐震工事

委託に関する協定 
令和 9年度～令和 9年度 101,800 千円

湖西浄化センター中央監視装置電

気更新工事委託に関する協定 
令和 9年度～令和 10 年度 400,400 千円

有毒ガス検知器リース料 令和 9年度～令和 12 年度 372 千円

公用車リース料（2台） 令和 9年度～令和 13 年度 2,988 千円

 

（企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 
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起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水

道事業債 
244,000 千円 

証書借入等 

5.0％以内（ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る政府資金及び

地方公共団体金

融機構資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては当該

見 直 し 後 の 利

率） 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より償還期限

を短縮し、若

しくは繰上償

還又は低利に

借り換えるこ

とができる。 

資本費平

準化債 
529,700 千円 

計 773,700 千円    

 

（一時借入金） 

第 7条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

  (1) 収益的支出における各項間の流用 

  (2) 資本的支出における各項間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 58,934 千円

 

（他会計からの補助金） 

第 10 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、109,395 千円である。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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議案第 43 号 

 

 

令和 8年度湖西市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第 1条 令和 8年度湖西市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数 27,500戸 

(2) 年 間 総 配 水 量 6,597,000㎥ 

(3) 一 日 平 均 配 水 量 18,070㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 配水管布設工事他    布設延長  4,435ｍ 

 

（収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

第 1款 水 道 事 業 収 益 1,389,246 千円

第 1項 営 業 収 益 1,152,416 千円

第 2項 営 業 外 収 益 236,828 千円

第 3項 特 別 利 益 2 千円

支     出 

第 1款 水 道 事 業 費 用 1,357,783 千円

第 1項 営 業 費 用 1,318,719 千円

第 2項 営 業 外 費 用 37,534 千円

第 3項 特 別 損 失 1,530 千円

 

（資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 803,439 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 59,918 千円、当年度分損益勘定留保資金 321,827 千円、減債立金

34,271 千円並びに建設改良積立金 387,423 千円で補填するものとする。） 
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収     入 

第 1款 資 本 的 収 入 200,010 千円

第 1項 企   業   債 200,000 千円

第 2項 固定資産売却代金 10 千円

支     出 

第 1款 資 本 的 支 出 1,003,449 千円

第 1項 建 設 改 良 費 743,699 千円

第 2項 企 業 債 償 還 金 39,750 千円

第 3項 投 資 有 価 証 券 220,000 千円

 

 （債務負担行為） 

第 5条 債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお

りと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

令和 8年度配水管布設替工事 令和 9年度～令和 9年度 106,645 千円

 

（企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

水道事業債 200,000 千円 証書借入等 

5.0％以内（ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る政府資金及び

地方公共団体金

融機構資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては当該

見 直 し 後 の 利

率） 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より償還期限

を短縮し、若

しくは繰上償

還又は低利に

借り換えるこ

とができる。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと
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定める。 

  (1) 収益的支出における各項間の流用 

  (2) 資本的支出における各項間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 110,745 千円

 

（他会計からの補助金） 

第 9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、116,500 千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、166,023 千円と定める。 

 

令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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議案第 44 号 

 

 

令和 8年度湖西市病院事業会計予算 

 

（総則） 

第 1条 令和 8年度湖西市病院事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病床数 196 床 

(2) 年間入院患者数 

1 日平均患者数 

32,120 

88 

人 

人 

(3) 年間外来患者数 

1 日平均患者数 

91,580 

380 

人 

人 

(4) 主要な建設改良事業 

医療機器等購入 

駐車場整備 

 

56,509 

7,700 

 

千円 

千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収     入 

第 1款 病院事業収益 3,457,894 千円 

第 1項 医業収益 2,800,127 千円 

第 2項 医業外収益 657,756 千円 

第 3項 特別利益 11 千円 

支     出 

第 1款 病院事業費用 3,605,606 千円 

第 1項 医業費用 3,514,177 千円 

第 2項 医業外費用 88,022 千円 

第 3項 特別損失 2,407 千円 

第 4項 予備費 1,000 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資
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本的支出額に対し不足する額 89,619 千円は、過年度分損益勘定留保資金 89,619

千円で補填するものとする。） 

収     入 

第 1款 資本的収入 134,358 千円

第 1項 企業債 56,400 千円

第 2項 負担金 77,956 千円

第 3項 固定資産売却代金 1 千円

第 4項 寄附金 1 千円

支     出 

第 1款 資本的支出 223,977 千円

第 1項 建設改良費 123,290 千円

第 2項 企業債償還金 100,687 千円

 

（債務負担行為） 

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。 

事   項 期   間 限 度 額 

自動フィッティングマットレス 

リース料 
令和 9年度～令和 12 年度 2,496 千円

生理検査システムリース料 令和 9年度～令和 16 年度 35,910 千円

生理検査システム保守料 令和 9年度～令和 16 年度 11,725 千円

X線骨密度測定装置 保守料 令和 9年度～令和 12 年度 2,424 千円

医療機器等保守料（2件） 令和 9年度～令和 12 年度 4,218 千円

医療機器等保守料（4件） 令和 9年度～令和 10 年度 12,144 千円

給食業務委託料 令和 8年度～令和 11 年度 342,216 千円

設備保守管理業務委託料 令和 8年度～令和 11 年度 115,263 千円

施設設備保守点検委託料 令和 8年度～令和 11 年度 65,769 千円

 

（企業債） 

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 
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起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

医療器械備品

購入事業 

56,400 千円 証書借入等 5.0％以内 借入先の融資条件によ

る。ただし、企業財政

の都合により償還期限

を短縮し、若しくは繰 

上償還又は低利に借り 

換えることができる。 

 

 （一時借入金） 

第 7条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(1) 各項に計上した職員給与費に係る予算額に過不足が生じた場合における医業

費用と医業外費用の間の流用 

(2) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用と医業外費用の

間の流用 

(3) 過年度損益修正損に不足が生じた場合における医業外費用と特別損失の間の

流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

(1) 職員給与費 1,990,811 千円

(2) 交際費 377 千円

 

（他会計からの補助金） 

第 10 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、475,124 千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、458,498 千円と定める。 
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令和 8年 2月 16 日提出 

 

 

湖西市長 田 内 浩 之 
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